
環 境 委 員 会 資 料 

令和３年２月１０日 

【所管事務の調査（報告）】 

川崎市環境教育・学習アクションプログラムの策定について 

資 料 １ 「川崎市環境教育・学習アクションプログラム（案）」に関する意

見募集の実施結果について 

資 料 ２ 川崎市環境教育・学習アクションプログラム 

資 料 ３ 川崎市環境教育・学習アクションプログラム【概要】 

参考資料 川崎市環境教育・学習アクションプログラム 変更箇所一覧 

環 境 局 

1



1 

「川崎市環境教育・学習アクションプログラム（案）」に関する意見募集の実施結果について 

１ 概  要 

  地球温暖化や失われつつある生物多様性などの様々な環境問題に対処していくためには、一人

ひとりの行動変容を促すことが不可欠であり、環境配慮行動を促す仕組みの基盤である「環境教

育・学習」について、さらなる充実・強化を図っていく必要があります。社会状況の変化に対応

し、今後、より効果的・持続的に環境教育・学習を展開していくために、平成７年策定（平成１

８年改訂、平成２８年改定）の「川崎市環境教育・学習基本方針」の内容を見直し、新たに「川

崎市環境教育・学習アクションプログラム」として策定するために、広く市民の皆様の御意見を

募集しました。 

  その結果、１３通（意見総数４１件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに

対する市の考え方を次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

題     名 「川崎市環境教育・学習アクションプログラム（案）」等に関する意

見募集について

意見の募集期間 令和２年１１月２５日（水）から令和２年１２月２４日（木）まで

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

募集の周知方法 ・市政だより（１１月２１日号掲載） 

・関係団体等への説明（１２月２０日） 

・市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

・各生活環境事業所 

・環境局総務部環境調整課（市役所第３庁舎１７階） 

結果の公表方法 ・市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

・各生活環境事業所 

・環境局総務部環境調整課（市役所第３庁舎１７階）

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）  １３通（ ４１件）

内

訳

電子メール   ５通（ ２６件）

ＦＡＸ   １通（  ６件）

持参   ７通（  ９件）
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４ 御意見の内容と対応 

  パブリックコメント手続の実施により、「川崎市環境教育・学習アクションプログラム(案)」

の趣旨に沿った御意見、取組を推進する中で参考とさせていただく御意見のほか、内容を充実さ

せる御意見がありましたことから、一部の御意見を反映し、「川崎市環境教育・学習アクション

プログラム」として策定し、今後の取組推進に活かしてまいります。 

【対応区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、計画に反映したもの 

Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

項  目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

(１)アクションプログラム策定の背景～環境教育・学習の

推進に関する基本的な事項に関すること【Ｐ１～１０】 

 ４ １ ６ ２ １３

(２)市が実施する施策に関すること【Ｐ１１～２１】 ３ ６ １ １３ ２ ２５

(３)環境教育・学習の推進と進行管理【Ｐ２２～２３】    ２  ２ 

(４)その他に関すること １     １ 

合  計 ４ １０ ２ ２１ ４ ４１

【意見の件数と対応区分】 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方【詳細】  

（１）アクションプログラム策定の背景～環境教育・学習の推進に関する基本的な事項に関すること

【Ｐ１～１０】

No. 意見要旨 本市の考え方 区分

１ 地球規模の危機で最大かつ最優先すべ

きは巨大台風や河川氾濫、森林火災等

を含む、地球環境温暖化の問題であ

る。 

本アクションプログラムにつきましては、

Ｐ３に記載のとおり、環境教育等促進法に

基づく行動計画であり、基本的な考え方や

各主体等の役割に市の取組方針等を示し

たものです。気候変動が今まさに危機的状

況となっていることを踏まえ、令和２年１

１月に、脱炭素戦略「かわさきカーボンゼ

ロチャレンジ」を策定しました。２０３０

年までを勝負の１０年間として、アクショ

ンプログラムによる行動変容を促す取組

等とも連携しながら、地球温暖化対策の取

組をこれまで以上に加速化してまいりま

す。 

Ｂ 

２ ２０３０年までの１０年間は地球温暖

化を防止し、持続性のある地球であるこ

とができるかギリギリのタイミングと

なる最も重要な期間であるため、手遅れ

になる前に人類全体による対策活動が

必要である。 

３ 繋がる→伝える→活かすのなかで、伝

えた後に自分たちがどう考え行動すべ

きかを考えるきっかけも必要だ。これ

からを生きるための科学やものづくり

を考え、知る人材を育てることが大切

である。地域とつながり、子供たちや

大人にも環境について考える催しに参

加しやすいように、科学、ものづく

り、環境広報・啓蒙を別々に行うので

はなく、セットとして行うことを提案

する。 

Ｐ３に記載のとおり、方針を「豊かな未来

へつなぐ心の輪～’知っている’から’で

きる’へ」と定め、知識の習得にとどまら

ず、主体的に行動できる人材の育成を目指

しております。そのためには、ご指摘のよ

うな視点が重要ですので、環境だけにとど

まらず、その他の分野とのつながりについ

ても併せて伝える等、イベント等を実施す

る際の参考にさせていただきます。 

Ｃ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分

４ 持続可能な未来にむけて、意識改革が

必要であり、ＣＯ２を排出しているこ

との自覚を持つこと、再生可能エネル

ギーで生活を賄う意識の積極的な醸成

を支援する。また、市民側からも、学

校や鉄道、駅、市施設、自宅、事業体

等の各組織に働きかけることが必要で

ある。

本アクションプログラムにつきましては、

Ｐ３に記載のとおり、環境教育等促進法に

基づく行動計画であり、基本的な考え方や

各主体等の役割に市の取組方針等を示し

たものです。温暖化対策の取組につきまし

ては、川崎市地球温暖化対策推進基本計画

等に基づき、推進してまいります。市の率

先行動として、公共施設への再生可能エネ

ルギーの積極導入を行うほか、事業者に対

しては「再エネ１００宣言ＲＥ Ａｃｔｉ

ｏｎ」のアンバサダーとして導入支援、市

民に対しても九都県市連携で再エネ共同

購入の促進を図っております。また、環境

教育の教材についても家庭のエネルギー

についての項目を加え、いろいろな発電方

法を学んでもらうことで、脱炭素に向けた

意識の醸成を支援してまいります。

Ｅ 

５ 今も公害と公害被害が存在しているこ

とは明らかであるので、公害を過去の

問題とするのでなく、現在進行形の問

題として位置付けるべき。

本アクションプログラムにつきましては、

Ｐ３に記載のとおり、環境教育等促進法に

基づく行動計画であり、基本的な考え方や

各主体等の役割に市の取組方針等を示し

たものです。なお、本プログラム本編にお

いて、本市ではかつて深刻な公害の問題に

直面し、市民、事業者、行政が全力をあげ

て問題解決に取り組んだこと、以降地球規

模の問題も含めて環境への負荷が少ない

持続的発展が可能な社会づくりを進めて

きたことを記載しております。今後につき

ましても、より良い環境を将来世代に引き

継ぐための様々な取組を行ってまいりま

す。 

Ｄ

６ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえ、今後はＩＣＴの中でも連携でき

るようなコミュニティが構築できると

よい。 

ＩＣＴの活用につきましては、「新しい

生活様式」に対応した取組が求められて

おりますことから、各種ＳＮＳ等の活用

等、連携・交流が進むよう、取り組んで

まいります。 

Ｂ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分

７ 「新型コロナウイルス感染症」に関す

る記述について一般的な表現にしてほ

しい。 

Ｐ６に記載のとおり、体験活動を重視す

る環境教育・学習において、新型コロナ

ウイルス感染症の影響は大きな課題とな

っておりますことから、アクションプロ

グラム策定時の背景として「新型コロナ

ウイルス感染症」の表現は必要であると

考えます。 

Ｄ 

８ 今回の策定案は、これまでの環境教

育・学習の取組を整理した上で、今後

の取組の方向性を示したもののように

見受けられるが、新しい要素はあるの

か。 

新たな要素としましては、Ｐ８に記載の

「映像等のコンテンツの充実・活用」に

記載のとおり、新型コロナウイルス感染

症やＧＩＧＡスクール構想を踏まえた、

ＩＣＴのさらなる活用や、Ｐ２１「行動

変容につなげるための新たな取組」に記

載の、行動科学（ナッジ）等を活用し、

行動変容を促す取組を行います。また、

取組状況の把握・点検に関して、Ｐ２３

に記載のとおり、行動に関する指標とし

て、新たに「分野別指標」を設けまし

た。 

Ｄ 

９ 川崎市環境教育・学習アクションプロ

グラムの趣旨に基づき、ＳＤＧｓの視

点を意識するとともに、「新しい生活

様式」に対応した取組を続けていくこ

とが必要だ。そのために、各校の実情

やニーズに応じて学習内容をカスタマ

イズすることが必要である。川崎市各

区の施設・設備や施策をリソースとし

てコラボレーション授業を工夫してい

くことも有意義である。学校・地域・

地元企業や団体と川崎市がつながりな

がら、充実したアクションを展開でき

るよう、施策推進を推進して欲しい。 

Ｐ８に記載のとおり、ＳＤＧｓの視点を

取り入れた取組を進めることとしており

ます。また、Ｐ１４に記載のとおり、活

発に環境活動を行う個人や団体、世界に

誇る環境技術を有する事業者の存在な

ど、本市が持つ土壌を最大限に活かし、

多様な主体によるコラボレーションを行

うことにより、様々な課題を解決してい

くことが可能となりますことから、協働

取組への支援の充実を行ってまいりま

す。 

Ｂ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分

１０ ＳＤＧｓについての記載に関連して、

「人権」についてはどのように取り扱

うのか。 

このプログラムは、環境教育・学習を進

めるためのものであり、「環境」の取組

に焦点を当てております。人権を含むＳ

ＤＧｓの総合的な取組に関しましては、

「川崎市持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)

推進方針」等に基づき、取組を推進して

おります。 

Ｅ 

１１ Ｐ９の環境教育・学習に求められる要

素に「生産・流通・消費・廃棄の社会

経済システムにおいて、例えば消費者

が直接見えない部分で、温室効果ガス

の排出や生物多様性への影響等の環境

負荷を与えていることについて理解す

ること」とあるが、環境負荷だけでな

く、いまも公害物質が排出されている

こと、大気汚染による健康被害が発生

していること、大気汚染物質の中には

環境基準・環境目標値が達成されてい

ないものがあること、などを理解させ

ることが必要である。 

本アクションプログラムにつきまして

は、Ｐ３に記載のとおり、環境教育等促

進法に基づく行動計画であり、基本的な

考え方や各主体等の役割に市の取組方針

等を示したものです。個別の内容につい

ては、個別計画により取組を進めてまい

ります。 
Ｄ 

１２ 市民からの、学校や会社、交通機関、

家庭、政治、市への働きかけや影響力

の行使が困難で、社会への働きかけが

十分できていない。 

Ｐ１０の「各主体の役割」に記載のとお

り、市民は、「良好な環境の保全のため

に主体的・積極的に行動していく役割」

等を担っております。こうした役割が果

たされるよう、市としても本アクション

プログラムに基づき、取組を進めてまい

ります。 

Ｄ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分

１３ 「事業者は、自らの活動が環境に影響

を与えている立場を自覚し、環境汚染

の防止並びに良好な環境の保全及び創

造に努め、市の規制及び指導を順守す

るとともに、市の関連施策に積極的に

協力する」とあるが、企業・事業所に

対し、条例を単に順守することだけで

はなく、公害物質や温室効果ガスを排

出していることを自覚させ、削減する

措置を取らせることが必要である。 

Ｐ１０の「各主体の役割」に記載のとお

り、環境教育・学習を実施する市民、事

業者、行政の各主体のそれぞれが対等な

立場を尊重し、互いの得意分野や他の主

体ではできない特性等を理解した上で、

協働して環境教育・学習を推進するため

には適切な役割分担が必要であることか

ら、事業者の役割については川崎市環境

基本条例に基づき、「自らの活動が環境

に影響を与えている立場を自覚し、環境

汚染の防止並びに良好な環境の保全及び

創造に努め、市の規制及び指導を順守す

るとともに、市の関連施策に積極的に協

力すること」等としております。 

Ｄ 
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(２)市が実施する施策に関すること【Ｐ１１～２１】

No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

１４ 潜在的に大人も子供も環境について関

心を持っていると思われるが、実際に

企画に参加となると開催地が遠いな

ど、様々な制約があって参加しにくい

ので、身近な地域の小学校、中学校、

自治会館やこども文化センターなどで

も開催して欲しい。 

身近な地域における環境教育・学習の機

会の提供につきましては、Ｐ１３に記載

のとおり、小、中学校や市民館等様々な

環境教育の拠点において、環境に関する

イベントの開催等、機会の提供を行って

まいります。 

Ｂ 

１５ 新たな環境教育・学習の拠点となる

「仮称・環境教育資料館」をつくり、

その中に川崎公害に関する住民運動や

行攻・議会・事業所に係る資料や図書

などを備える。 

市内にはＰ１３のとおり様々な環境教育

の拠点があり、環境総合研究所のアーカ

イブスペースでは、公害の歴史や取組に

ついて展示しているところです。また、

王禅寺エコ暮らし環境館でもタペストリ

ーを掲示するなど、充実を図りながら取

組を進めています。今後も、過去の公害

の歴史を振り返るとともに、現在の優れ

た環境の取組等について情報発信するな

ど、環境教育に取り組んでまいります。 

Ｄ 

１６ 地球温暖化（気候変動）や持続可能な

エネルギーについて、学校での授業や

行政、市民のイベントや催しに多くの

方が参加できるように企画されている

が、本当に参加してほしい人の参加に

つながっていない。川崎市地球温暖化

防止活動推進センターや文化協会、川

崎市民アカデミー、川崎市民活動セン

ター（こども文化センター、わくわ

く）、教育財団（地域の寺子屋）、子

供会、ＰＴＡ協議会などがコラボレー

ションできれば、より認知度が高まる

のではないか。 

Ｐ１４に記載のとおり、多様な主体によ

るコラボレーションは、環境教育・学習

を推進する上で重要と考えておりますこ

とから、各地域や協働の取組が充実する

よう、地域における取組の情報を積極的

に発信していくなど市の支援を充実させ

てまいります。 

Ｂ 

9



9 

No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

１７ 地球温暖化と気候変動の解決が最も差

し迫った問題であり、優先的に取組むべ

きだが、何となく温暖化は脅威、対策が

遅れると大変といった認識にとどまっ

ている。 

本市では,令和２年２月にＣＯ２排出実質

ゼロを表明し、１１月には脱炭素戦略を

公表しました。気候変動は喫緊の課題で

あり、市民・事業者などあらゆる主体の参

加と協働により気候変動の緩和と適応に

取り組むことが重要と考えております。

環境教育の充実はもとより、各種イベン

ト等を通じて、一人ひとりが自分事とし

て、温暖化対策に取り組んでいただける

よう、行動変容を促す取組の充実を図っ

てまいります。 

Ｄ 

１８ 今年度幸区でサイエンス工房を立ち上

げたが、環境とどう繋げていくか模索

しており、環境に興味のない一般の方

にも参加していただけるような試みが

できればと思う。 

環境に関心のない層に対してのアプロー

チにつきましては、Ｐ１５「関心を引き

つけて参加を促す取組」に記載のとお

り、関心の喚起（気づき）、理解の深化

（調べる）、思考力・洞察力（考え

る）、実践・参加（変わる・変える）と

いった一連の効果的なプロセスを意識

し、家庭や学校、地域等の様々な場にあ

てはめ、ワークショップや体験型の学習

等、楽しく学習できる機会の創出を図り

ます。 

Ｄ 

１９ 小中学生での取組がしっかり実施され

ていることを理解したが、親子で学べ

るものや、祖父母も交えた三世代向け

のものなどは実施するのか。 

Ｐ１５に記載のとおり、親子でできる参

加型の講座等の取組を通じて普及啓発を

行ってまいります。また、Ｐ１７に記載

の成長過程に応じた取組の考え方に基づ

き、各世代に伝わる取組を進めてまいり

ます。 

Ｄ 

２０ 公害・環境と深い関係を持つ、ぜん息

や熱中症・新型コロナなどにより市民

の生命と健康が侵されていることか

ら、すべての市民に、環境の有限性や

生態系、生存権、環境権について教

育・学習をさせるべき。 

より良い環境を将来世代に引き継ぐため

には、家庭、職場、地域、学校等の様々

な場での環境教育・学習を通じた環境保

全活動の実践とその広がりが重要となる

ことから、本アクションプログラムに基

づき、環境教育・学習を総合的に推進し

てまいります。 

Ｄ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

２１ これまでの環境教育・学習の取組を振

り返ると、小学校・中学校向けには学

校教育を通じた取組があり、また、社

会人向けには地域環境リーダー育成講

座のような取組があって、それぞれ取

組は揃っているように感じている。一

方で、高校生や大学生など、１０代後

半から２０代前半へのアプローチが弱

いと感じている。この年代への取組に

ついても力を入れていくべきであると

考える。 

環境教育・学習の１０代後半から２０代

の若い世代向けの取組につきましては、

Ｐ１７、１８の「成長過程に応じた取

組」に記載のとおり、「感性の育成」、

「知識の習得」、「環境保全活動の実

践」といった、発達段階に応じた環境教

育の取組の中で進めてまいります。 
Ｂ 

２２ 地球温暖化についてのあいまいな理解

の状況からの早期脱却をめざし、デー

タや理論に基づいた教育を、社会を動

かせる若年層の市民及び小中高大教員

に集中して、学習機会を提供する仕組

みを作るべきである。 

Ｐ１７に記載のとおり、子どもを含む市

民に対しましては、発達段階に応じた環

境教育を行っております。また、学校に

おける環境教育・学習は重要であります

ことから、Ｐ１９に記載のとおり、学校

等との連携を図りながら進めてまいりま

す。 

Ｄ 

２３ これまで特に幼稚園での幼児環境教育

プログラムの普及は進んでいると考え

ており、環境局が中心となって行なう

幼稚園でのプログラム実践・レポート

提出という方法も効果的と感じてい

る。ここに研修面での幼稚園団体への

支援があればより一層の広がり、深ま

る。またプログラム集にあわせた教

材、グッズが園に提供されることでプ

ログラムがより普及しやすくなる。幼

稚園への環境教育の推進の表現は今後

も重要だと考える。 

Ｐ１７「成長過程に応じた取組」に記載

のとおり、幼稚園における取組につきま

しては、感性の育成を中心とした取組を

行っています。また、Ｐ５に掲載のとお

り、幼児環境教育プログラムが環境大臣

表彰を受賞する等、先進的な取組が行わ

れております。今後につきましても、幼

稚園等における環境教育・学習が着実に

実施されるよう、支援を充実させてまい

ります。 

Ｂ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

２４ 幼稚園での活動に言及されているが保

育所がない。保育所の子どもたちが増

える中で、保育所での環境教育が手薄

になってしまう。意欲のある園から始

める、又は保育士個々に向けた研修会

の開催、幼児環境教育プログラムの普

及など計画の中で段階的普及に言及す

べきではないか。私自身、実際に川崎

市内の保育所で環境教育の視点を踏ま

えた研修や保育活動を行なっており、

園からの希望もあるため、保育所にお

ける環境教育を記載することを望む。 

Ｐ１８に記載の「幼稚園・保育所等での

取組」の部分について、保育所における

取組も重要であることから、ご指摘のと

おり、「幼稚園においては、」を「幼稚

園・保育所等においては、」に変更し、

感性の育成に関する取組について、保育

所等においても取組を推進してまいりま

す。 

【Ｐ１８「幼稚園・保育所等での取組」

の文章を変更】 

Ａ 

２５ 保育所には園庭の無い園が多数あり、

近隣の公園を園庭代わりにしているの

が現状である。公園の緑化、特に手で

ふれることのできる緑化が必要なた

め、公園部局と調整して緑化方法を検

討するよう記載を望む。小さい園の敷

地でも取り組める環境教育に資する緑

化（ミニビオトープなど）にも言及し

てもらいたい。 

公園の緑化については、今回の意見募集

の趣旨・範囲とは異なりますが、本市にお

きましては、川崎市緑の基本計画におい

て、子どもたちが緑や生き物などとふれ

あうことのできる「緑育」の充実を施策に

掲げ、取組を進めております。 
Ｅ 

２６ 「保育的視点」だけでなく、施設や教

材の環境配慮型、自然エネルギー活用

型の導入へ誘導しつつ、環境教育につ

なげる旨の記載項目もあるとよい。保

育と施設（ソフトとハード）の両面で

環境保全を目指すことが必要ではない

か。 

Ｐ１８に記載のとおり、小・中学校での

取組については「環境に配慮した施設へ

の誘導」と記載しております。保育所等

の公共施設につきましては、川崎市地球

温暖化対策推進基本計画等に基づき、市

の率先行動として、再生可能エネルギー

の積極導入を行うほか、保育所等の事業

者に対しては「再エネ１００宣言ＲＥ 

Ａｃｔｉｏｎ」のアンバサダーとして導

入支援を行っております。 

Ｄ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

２７ 「体験を通じて学ぶ手法が有効」とし

ていますが具体的取組が「映像・動画

等のコンテンツの充実を図る」とする

のは矛盾していないか。 

体験による学習は重要であることから、

その効果的な実施に向け、Ｐ１８に記載

のとおり、「環境への理解を深め、行動

に結びつけられるようなプログラムを提

供する」と示しております。一方、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響で体験

する機会が減っている中で、それを補う

ために映像・動画等のコンテンツの充実

を具体例としてあげております。今後も

様々な状況変化に対応しながら適切な手

法により取組を進めてまいります。 

Ｄ 

２８ 学校の校庭を活用した栽培活動を通し

て食（家庭科）とともに環境教育に資

する授業も展開できるような支援の表

記を希望する。 

食を通じた環境教育について、学校での

実践例もありますことから、ご意見を踏

まえ、Ｐ１８の小・中学校での取組の部

分の「緑化、ビオトープづくりなどを整

備・充実させ、環境教育につなげる。」

を「緑化、ビオトープを整備・充実させ

るとともに、食を通じた環境教育を行

う。」と変更いたします。 

【Ｐ１８「小・中学校での取組」の文章

を変更】 

Ａ 

２９ アメリカの「エディブルスクールヤー

ド」の考え方について、市内でもすで

に取り組まれている。校庭の樹木を生

かした活動もあると聞いており、「校

庭環境教育」を検討してもらいたい。 

Ｐ１８に記載のとおり、小・中学生に教

材（環境副読本）の提供を行っており、

校庭を活用した環境教育につながる項目

としては、食と環境や木や森林の役割、

自然の循環、生態系などを掲載していま

す。学校におきましては、総合的な学習

の時間において、実践されている事例も

あります。 

Ｄ 

３０ 教員の授業運営における環境教育への

疑問などを受け止め、助言などにより

支援する窓口があるとよいと考える。

いずれにしても教育委員会との密接な

連携が必要である。 

教員への支援については、環境教育・学

習を推進する環境局として、各種プログ

ラムや情報提供、助言などを行っており

ます。今後も引き続き、教育部門や関係

部署と連携し、学校における取組を推進

してまいります。 

Ｄ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

３１ 緑化、ビオトープづくりはぜひすすめ

てほしい。その場合、インタプリテー

ションできる教員が必要になり、教員

養成研修が必要となる。ハードとソフ

トはセットにした方針を明記してほし

い。 

ビオトープに関しましては、Ｐ１８に記

載のとおり、学校等を中心に整備・充実

を推進してまいります。既に導入事例も

ありますことから、教員向けの研修等と

も連携しながら、横展開できるよう取り

組んでまいります。 

Ｃ 

３２ 大学の役割に、「自然環境の研究」と

「環境教育施設や実践者への研究実践

の開放」を位置づけてほしい。環境教

育には調査研究に基づいた実践が必須

である。大学や市の環境総合研究所、

研究機関などの調査研究を実践者につ

なげてほしい。 

本アクションプログラムにつきまして

は、Ｐ３に記載のとおり、環境教育等促

進法に基づく行動計画であり、基本的な

考え方や各主体等の役割に市の取組方針

等を示したものです。Ｐ１８に記載のと

おり、引き続き大学との連携を図ってま

いります。 

Ｄ 

３３ 義務教育での取組が重要であり、学科

の一つとして「環境」を位置づけるべ

きでると考えるが、今回アクションプ

ログラムの内容は、文部科学省の管轄

まで踏み込んだものなのか。 

市独自に「環境」という学科を設けること

は難しいと考えておりますが、国等の動

向を注視しながら、理科や社会、総合的な

学習の時間において、環境教育・学習の取

組を進めてまいります。 

Ｅ 

３４ 環境イベント等の情報について、ホー

ムページなどを見ても見つけられな

い。今後、小学生は一人１台端末を持

つようになるので、手軽に見つけられ

るサイトがあるといいのではないか。 

環境イベント等の効果的な情報発信につ

きましては、Ｐ１９に記載のとおり、

様々な媒体による情報発信や環境教育支

援ポータルサイトの充実など、必要な情

報が確実に届くための取組を行ってまい

ります。 

Ｂ 

３５ 自身の出前授業の経験から、学校の環

境教育には、教員研修が鍵を握ると感

じているが、教員自体にまだＥＳＤ、

ＳＤＧｓという考え方教育方法が普及

していない。また文科省が実施するＥ

ＳＤの研修に、川崎からの参加はなか

った。教育委員会に向けてこうした研

修の情報の共有も必要と考える。教育

委員会との密接な連携も明記してほし

い。 

Ｐ１９「教育現場でのキャリア在り方生

き方教育とＳＤＧｓ、ＥＳＤ」に記載の

とおり、教員向けのＳＤＧｓの研修会の

実施などにより普及を図っているほか、

児童・生徒、保護者向けの取組も実施し

ております。引き続き教育委員会と連携

しながら、取組を推進してまいります。 

Ｄ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

３６ 出前授業について、知見の更新、技術

の変化がはげしい環境教育は大学関係

者、環境教育事業者などの専門家の導

入も視野に入れた記載はできないか。 

出前授業の実施にあたりましては、大学

関係者等、環境を専門とする方々の意見

を取り入る仕組がありますことから、現

状に合わせて、Ｐ２０に記載の「各種人

材育成講座の開催により、環境保全活動

の核となる人材の育成を行い、」を「各

種人材育成講座の実施に当たっては、専

門家等の知見も活用しながら、環境保全

活動の核となる人材の育成を行い、」に

変更し、今後も取組を充実させてまいり

ます。 

【Ｐ２０「環境保全の核となる人材育成

とその活用」の文章を変更】 

Ａ 

３７ 「各主体がそれぞれの有する情報を公

開し、共有することが重要で、各主体

による活動内容を把握し、環境教育・

学習の取組状況を積極的に公開してい

きます。」とあるが、現時点では、川崎

市のホームページの「市内企業による

出前講座」には１社２件の出前講座し

か登録されていない。出前講座を実施

している市内企業はもっと多数あるは

ずで、当社も、エネルギー・環境教育

で学校現場を支援するために５つのプ

ログラムを用意しており、市内の小中

学校で出張授業を行っている。各社の

活動内容を把握し、環境教育・学習の

取組状況を積極的に公開することを希

望する。 

市内企業による出前講座の情報発信につ

きましては、市内で活動されている企業

の他、各種団体や学校等、各主体の現状を

照会等によりしっかり把握し、正確かつ

有益な情報を公開する等、積極的な広報

を行ってまいります。 

Ｂ 
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No. 意見要旨 本市の考え方 区分 

３８ 以前、地域環境リーダー育成講座を受

講し、範囲が広く時間も限られている

ために入門レベルとなり学校現場の実

践対応には難しいと感じた。講座修了

者の数が増えるのも良いことだが、上

級者リーダーが生まれるようにフォロ

ーアップ研修、現場研修を重ねるなど

資質向上の仕組があるとよい。また、

現在活動している実践者の方々を対象

とした専門的知見を持つ方を登録する

「認定制度」があってもよいとも思

う。 

地域環境リーダー育成講座は環境全般を

内容としますが、Ｐ２０に記載のとお

り、緑化推進リーダーや生ごみリサイク

ル講習会など専門的な分野を内容とする

講座などもあります。また、環境活動に

おける知見を有する方々を活用する仕組

みとしましては、地域での実践活動等を

要件とする、地球温暖化防止活動推進員

制度や、生ごみリサイクルを推進するこ

とを目的とした生ごみリサイクルリーダ

ー認定制度等があります。このような制

度を活用しながら、引き続き、人材育成

の取組を進めてまいります。 

Ｄ 
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(３)環境教育・学習の推進と進行管理【Ｐ２２～２３】

No. 意見要旨 本市の考え方 区分

３９ 取組の効果について、どのように評価

していくのか。

これまではＰ２３の「活動指標」に記載の

とおり、事業実施件数やイベント等の実

施回数等により実施状況を把握してまい

りましたが、この度の策定で、新たに、行

動に関する指標として、環境全般、脱炭素

化、自然共生、大気や水などの環境保全、

資源循環の各分野について、「分野別指

標」を設けました。事業の結果が行動変容

につながったと推察される、「世帯当たり

二酸化炭素排出量」や「次世代自動車普及

率」など、２０の指標を設定しました。今

後につきましては、「活動指標」とともに、

人の行動に関する「分野別指標」により、

進捗を把握してまいります。

Ｄ

４０ 大気や水などの環境保全に関する指標

として、「空気や川、海のきれいさ満足

度」が掲げられているが、科学的根拠

に支えられない人の意識に頼ると行政

の執行を誤ることにならないか。

市民の環境に関する意識や市政に対する

意識等を把握することは、環境教育・学習

の取組を推進していく上で、重要な指標

となりますことから、Ｐ２３に記載のと

おり、事業の結果が行動変容につながっ

たと推察できる、行動に関する指標とし

て「分野別指標」を設け、その一つとして、

「空気や川、海のきれいさ満足度」を設定

しました。「活動指標」による客観的な数

値とともに、人の行動に関する「分野別指

標」により、進捗を把握してまいります。

Ｄ
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17 

(４)その他に関すること

No. 意見要旨 本市の考え方 区分

４１ 計画書全体的表記について、全体的に図

表はわかりやすいが、各章冒頭のカラム

形式（段組み）表記は読みにくい。目の

動きが横方向と縦横方向と混在するの

はあまりよくない。英語表記などデザイ

ン面でオシャレさをだして多くの人に

読んでもらおうという意図はよいが、必

要を感じない人はそもそも読まない。

アクションプログラムの策定にあたりま

しては、「伝え方」を意識し、少しでも興

味を持っていただけるよう、図や写真、挿

絵を多く入れました。各章冒頭部分は基

本的な方向性の全体を説明する部分とな

っており、記載することで理解がしやす

くなると考えます。読みづらさを解消す

るため、本文の３段組を２段組に変更い

たしました。

【アクションプログラム全体について、

３段組の部分を２段組に変更】

Ａ 
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川崎市環境教育・学習
アクションプログラム

豊かな未来へつなぐ心の輪
’知っている’から できる へ 
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Background

地球温暖化や失われつつある生物多様性などの
様々な環境問題に対処していくためには、市民、
事業者、行政などの様々な主体が環境に配慮した
行動を実践していくことが重要であり、家庭や地
域、学校、職場などの様々な場面において環境教
育・学習を推進して環境に関する理解を深め、行
動に結びつけていく必要があります。
本市は、かつて、生産活動の拡大などにより深

刻な公害問題に直面し、市民、事業者、行政が全
力をあげて問題解決に取り組み、以降、地球規
模の問題も含めて、環境への負荷が少ない持続的
発展が可能な社会づくりを進めてきました。
こうした中、本市は、平成7(1995)年11月に環境

教育・学習を推進するためのガイドラインとして
「川崎市環境教育・学習基本方針」（以下「基本
方針」という。）を策定(平成18 (2006)年、平成
28(2016)年に改定）し、様々な主体や世代との協
働・連携による環境保全活動の輪を広げ、環境教
育・学習を持続的に発展させていく取組を行って
きました。
その後、日本や世界各地で頻発する集中豪雨、

川崎にも大きな被害をもたらした令和元年東日本
台風（台風第19号）、海洋プラスチック問題など、
様々な問題が顕在化し、環境に関する関心は世界
的に高まってきています。
近年の地球規模の危機に対応するため、平成

27(2015)年9月の国連持続可能開発サミットでは
世界共通の目標として「持続可能な開発目標
(SDGs)」が掲げられました。環境を含む様々な問
題の解決に向け、世界は動き始めています。全世
界の人々が一丸となって持続可能な社会をめざす
ためには、大量消費、大量廃棄型社会から持続可
能な社会への転換が必要であり、一人ひとりのラ

イフスタイルの変革が求められます。複雑化する
環境問題に対処し、将来にわたって持続可能な社
会を築いていくためには、ESD (Education for
Sustainable Development、持続可能な開発のた
めの教育）を通じて、体験活動の中から学び、持
続可能な社会の担い手として主体的な役割を果た
す人材を育成することが重要です。
また、相互に協力して活動を行う「協働」に

よって、分野横断的な環境保全活動を体系的に推
進していくことが重要であり、様々な主体や世代
が相互に協力して学び合い、地域全体で環境教
育・学習に取り組むことが引き続き必要となってい
ます。
さらに、本市は脱炭素戦略「かわさきカーボン

ゼロチャレンジ2050」を策定し、2050年の脱炭
素社会の実現を目指します。脱炭素社会の実現に
向けては未来を担う世代の育成が重要であり、学
校教育における環境教育・学習の取組の推進を通
じて、行動変容を促すことの重要性が増してきて
います。
今後、より良い環境を将来世代に引き継ぐため

には、主体間のつながりや役割を相互に認識し、地
域で取り組まれている様々な環境教育・学習を効果的
に発展させていくための人材の活用や、家庭、職
場、地域、学校等の様々な場での環境教育・学習
を通じた環境保全活動の実践とその広がりが重要
となります。
このような状況を踏まえ、環境教育・学習の取

組を持続的に発展させていくために、「川崎市環
境教育・学習アクションプログラム」（以下「ア
クションプログラム」という。)を策定し、環境教
育・学習を総合的に推進していきます。

01

アクションプログラム策定の背景
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本市では、これまでの基本方針において、協働
取組の視点、環境への配慮意識の一層の向上の視
点、そして、育成した人材の活用による環境教
育・学習の充実の視点として、「つながる」、
「伝える」、「活かす」という３つの基本的な体
系に整理し、分野横断的に取組を推進してきまし
た。
平成30 (2018)年度に、国は「環境保全活動、環

境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組
の推進に関する基本的な方針」(以下「国の基本方
針」という。)を変更し、その中で、 「持続可能な
開発目標(SDGs)」の視点について新たに規定したほ
か、「体験活動」意義をとらえ直し、地域や民間
企業の「体験の機会の場」の積極的な活用につい
て規定されました。
本市においても、「体験活動」が持つ学習の効

果を再認識し、「体験の機会の場」や「出前授
業」を積極的に活用し、環境教育・学習を持続的
に発展させていくことが必要です。
こうした中で、様々な主体による取組を一過性

に終わらせないために、市民や事業者等の意識を
さらに高め、それぞれが環境教育・学習に取り組
みやすくする仕組みづくりを進め、様々な主体が
地域でつながり、協力し合いながら、持続可能な
社会づくりを協働・連携して進めていく必要があ
ります。

また、脱炭素社会の実現や生物多様性の保全、
循環型社会の形成などといった、社会の価値観や
風習、経済などと深く結びついている複雑化した
環境問題への対処として、一人ひとりが意識を変
え、環境保全に主体性を持って取り組む必要があ
ることから、様々な場面で環境教育・学習を通じ
て知識を伝え、気づきを引き出し、話題を発展さ
せていきながら自ら進んで環境問題に取り組む人
材を育むことが必要です。本市では、地域や職場
で環境活動を率先して行う地域環境リーダー等の
育成を進めており、令和２(2020)年度現在、累計
357名の方がリーダーとして、地域の環境保全活動
に尽力しています。これらの方々をはじめ地域で
活動している様々な方々とのネットワークを形成
し、各主体間をつなげていくコーディネーターの
育成や、得た知識や経験を活かす環境教育の場の
充実による、育成した人材を活かす取組を一層推
進していくことが重要となってきます。
そこで、アクションプログラムでは、これまで

の「つながる」、「伝える」、「活かす」という
３つの基本的な体系を維持しながら、引き続き分
野横断的に取組を推進します。また、その中で、
世界共通の目標であるSDGsの視点を大切にし、協
働による取組と体験活動の重要性を再認識したう
えで、各事業を展開します。

市民 事業者・学校等

川崎市

つながる

家庭、職場、
地域、学校等

コーディネーターの育成
活動の場の充実

伝える

活かす

活かす

環境教育・学習の持続的な発展

02

アクションプログラムの体系
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Purpose,Policy& Positioning

環境教育等促進法

川崎市環境基本条例

川崎市環境基本計画

川崎市環境教育・学習
アクションプログラム

川崎市総合計画

整合

行動計画

03

期間 令和3（2021）年４月 

（参考）環境教育等促進法 抜粋
（都道府県及び市町村の行動計画）
第八条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、

環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画を作成するよう努めるものとする。

豊かな未来へつなぐ心の輪  ’知っている から できる へ 方針

アクションプログラムの目的・方針・位置づけ

環境分野の
主な個別計画

このアクションプログラムは、市民・事業者・行政が協働・連携し、環境教育・学習を推進
する上で必要な、基本的な考え方や各主体の役割等を示すものです。令和３（2021）年度か
らスタートする新たな川崎市環境基本計画において、めざすべき環境像として掲げる「豊かな
未来を創造する地球環境都市かわさきへ」の実現に向けて、環境教育・学習により貢献するこ
とを目的とし、取組を進めていきます。

また、目的の実現に向け、次のとおり方針を定めます。

「豊かな未来へつなぐ心の輪  知っている から できる へ 」
持続可能な社会を実現させるために、協働による取組を通じて、知識の習得にとどまらず、
複雑化・多様化する環境問題に対応でき、様々な主体や問題の関連性について理解し、主体的
に行動できる人材を育成することをめざします。

今回の策定に併せ、これまで環境基本計画が担っていた環境教育等による環境保全の取組の
促進に関する法律（以下「環境教育等促進法」という。）第８条に基づく「行動計画」として
の位置づけをアクションプログラムが担うこととします。
また、「持続可能な開発目標(SDGs)」の考え方は、自治体の事業を進める上での基礎となる
ため、その視点を踏まえた上で、各取組を推進していきます。

期間は、令和3(2021)年度から概ね５年間とします。社会状況の変化等、必要に応じて見直
しを図ることとします。
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平成22 (2010)年度から令和元(2019)年度までの
川崎市関連の環境教育・学習の年間実施件数及び
参加人数の推移はグラフのとおりです。
実施件数、参加人数ともに継続して増加してい

ましたが、近年は横ばいとなっています。
令和元(2019)年度については、台風や新型コロナ

取組状況の推移

Efforts
.

ウイルス感染症の影響などもありましたが、昨年
度と比較して実施件数は同数、参加人数は若干増
加となっています。
環境教育・学習の対象者の内訳としては、小学生

が最も多く、続いて高校生及びそれ以上、中学生と
いう結果となりました。これは学習教材の作成・
配布や学校等における環境教育・学習の機会の充
実が影響した結果といえます。
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（件）（人）
市関連の環境教育・学習の取組状況の推移

実施件数 参加人数

未就学児

15%

小学生
29%

中学生
20%

高校生及び

それ以上

22%

世代を問わない

14%

環境教育・学習の対象者

04

これまでの環境教育・学習の取組

27



次に取組の分野を見ると、地球温暖化、ごみ・
資源、生物多様性、地域環境保全の割合が
10~20％とバランスよく実施されていました。
また、環境学習活動や環境保全活動等の人材育

成講座（地域環境リーダー、緑化推進リーダー、
里山ボランティア）の修了生の合計は毎年度着実に
増加し、令和元（2019）年度末現在で、述べ1,074人
となり、地域での取組が広がっています。
さらに、公益社団法人川崎市幼稚園協会と協働

で作成した幼児環境教育プログラム集と活用事例
集の作成・配布の取組が、平成29(2017)年度地域

環境保全功労者表彰（環境大臣表彰）を受賞し、
市内の小学校で取り組んでいる「エネルギー・環
境子どもワークショップin川崎実行委員会」が、平
成30（2018）年度地球温暖化防止活動環境大臣表
彰（環境教育活動部門）を受賞するなど、市内の
環境教育・学習の取組は広く評価されています。

05

平成30年環境大臣表彰
（エネルギー・環境子どもワークショップ）

平成29年環境大臣表彰
（幼児環境教育プログラム）

地球温暖化

17%

ごみ・資源

15%

生物多様性

19%
地域環境保全

15%

その他

35%

取組の分野
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環境学習活動や環境保全活動等の

人材育成講座の修了生人数の推移

修了生人数

※グラフは2020年度版環境基本計画年次報告書及び令和元年度環境教育・学習実施結果一覧を基に作成

累計:1,074名
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環境教育・学習は、様々な主体におい
て取り組まれていますが、複雑化する環
境問題に対処し、将来にわたって持続可
能な社会を築いていくためには、持続可
能な社会の担い手として主体的な役割を
果たす人材を育成することが重要です。

平成27（2015）年９月の国連持続可能
開発サミットで、世界共通の目標として
掲げられた「持続可能な開発目標
(SDGs)」の実現を見据えた視点を持つこ
とも求められます。本市も「川崎市持続
可能な開発目標（SDGs）推進方針」を定
め、全庁をあげてSDGs達成に寄与する取
組を推進することとしていることから、環
境教育・学習の分野においても、整合を図
りながら、施策を推進することが必要で
す。

本市は脱炭素戦略「かわさきカーボン
ゼロチャレンジ2050」を策定し、2050
年の脱炭素社会の実現に向けて取り組ん
でいきます。これは大きなチャレンジで
あり、市民・事業者・行政の協働による
取組が欠かせません。

一方、環境教育・学習に携わる担い手
に関連して、本市の高齢化率は、他都市
に比べるとゆっくりではありますが、確
実に上昇しています。それに伴い、担い
手の高齢化も懸念されており、後継者の
育成が急務となっています。

また、令和2(2020)年の新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により、環境教
育・学習で重要とされている体験活動を
通じた学びの機会が減っていることも、
大きな問題となっています。ICTの活用な
ど、「新しい生活様式」に対応した取組
を行っていくことが求められます。

さまざまな主体が協働・連携した環境
教育・学習の推進を図るため、市内の各
主体を調整して活動をつなぐ役割を果た
す、かわさき地域環境教育コーディネー
ターの育成を平成28(2016)年から始めて
います。コーディネーターの持つネット
ワークを活かし、取組を推進することが
求められます。

環境教育・学習の推進に向けた
課題

06
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世界の動き、国の動き 川崎市の環境関連の動き

1970年代

1972

1975

1977

国連人間環境会議
ストックホルムで開催された環境問題に
関する最初の世界的な政府間会議

国際環境教育会議
環境教育専門家による会合でベオグラー
ド憲章を作成

環境教育政府間会議
環境教育に関するトビリシ政府間会議宣
言（トビリシ宣言）

1972

1976

公害防止条例を公布（全国を先駆けた総量規制の導
入）

環境影響評価に関する条例を公布(全国に先駆けた環境
悪化の未然防止の仕組みを導入)

1980年代 1987 環境と開発に関する世界委員会
持続可能な開発に向けた方策を提言した
ブルントラント報告

1986 総合教育センターが開設

1990年代

1992

1993

1997

国連環境開発会議
地球サミット。環境と開発に関するリオ
宣言、アジェンダ21、森林原則声明の合
意、気候変動枠組条約と生物多様性条約
への署名が開始

環境基本法の制定

テサロニキ国際会議
環境教育を持続可能性に向けて変化する
ための備えを与えるものと定義

1990

1991

1994

1995

ごみ非常事態宣言

環境基本条例を公布

環境基本計画を全国に先駆けて策定

環境教育・学習基本方針の策定

2000年代

2002

2005

2007

国連環境開発会議
持続可能な開発に関する首脳会議
地球サミットの進捗の検証、ヨハネスブ
ルク宣言の採択

国連持続可能な開発のための教育の10年
開始

国際環境教育会議

2005

2006

2007

2008

一般廃棄物処理基本計画の策定（かわさきチャレンジ
３Ｒ）

環境教育・学習基本方針の改訂

エコドライブ宣言の取組開始
多摩川プランの策定

緑の基本計画の改定
カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略の取組開始

2010年 

2011

2012

2013

2014

2015

環境教育等促進法に改正

Rio＋20
地球サミットから20周年を迎える機会に
開催のフォローアップ会合

第37回ユネスコ総会
「持続可能な開発のための教育（ESD）
に関するグローバル・アクション・プロ
グラム(GAP)」が採択

持続可能な開発のための教育(ESD)に関
するユネスコ世界会議が名古屋・岡山で
開催

持続可能な開発目標(SDGs)合意

2010

2011

2012

2014

2016

2018

2020

地球温暖化対策推進基本計画の策定・ＣＣかわさきエ
コ暮らし３つのチャレンジキャンペーン

環境基本計画の全面改定

水環境保全計画の策定

生物多様性かわさき戦略の策定

環境教育・学習基本方針を全面改定、一般廃棄物処理
基本計画の改定

緑の基本計画の改定、地球温暖化対策推進基本計画の改定

かわさきカーボンゼロチャレンジ2050の策定

環境教育・学習を取り巻く歩み

07
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出典 「ESD推進の手引き」（平成30（2018）年日本ユネスコ国内委員会）

Basic Matters
ESDはSDGsの17全ての目標の達成のカギであると
確認されました。 SDGsにおいて、教育は目標4に
位置付けられており、ESDはターゲット4.7に記載さ
れています。ESDを直接・間接に推進することが、
SDGsの達成につながっているといえます。
本市で実施する各種の取組について、ESDの考え
方やSDGsの視点でとらえ、持続可能な社会の実現
に大切なことを理解し、問題解決に必要な能力・
態度を身に付ける人材育成を図ることにより、環
境教育・学習の取組を推進していきます。

ESD、SDGＳの視点を取り入れた取組の推進
ESD（Education for Sustainable Development）

とは、「持続可能な開発のための教育」と訳され、
「一人ひとりが世界の人々や世代、また、環境と
の関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な
社会の実現に向けて行動を変革するための教育のこ
と」を言います。単なる知識の習得や活動の実践にと
どまらず、日々の取組の中に持続可能な社会の構
築に向けた概念を取り入れ、問題解決に必要な能
力・態度を身に付けるためのエ夫を継続していくこ
とが求められています。
一方、平成27（2015）年9月、「国連持続可能

な開発サミット」内で、全会一致によって採択さ
れたのが2030アジェンダです。その中で「持続可
能な開発目標（SDGs）」が盛り込まれました。
SDGsは、地球の環境を守り、貧困を終わらせ、全
ての人が平和で豊かに生きられる世界をめざして、
令和12(2030)年までに解決すべき17の目標を定め、
「誰ひとり取り残さない」という強い覚悟ととも
に約束されました。目標を達成するには世界中の
人々の協力が必要で、何ができるか、私たち一人
ひとりが考え、行動することが求められます。
SDGsの採択をうけ、ESDを主導する国連教育科

学文化機関（以下「ユネスコ」という。）において、

08

環境教育・学習の推進に関する基本的な事項

これまで、環境教育・学習においては、体験活
動を重視した取組を行ってきました。
しかし、令和2（2020）年の世界的な新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響を受け、密集、密接、
密閉の回避を内容とした「新しい生活様式」の考
え方が国より示されました。
一方、児童生徒が1人1台端末を持つ「GIGAス

クール構想」の実現が近づいてきています。
そこで映像による教材やコンテンツを充実させ、

ICTを活用することで、教育や体験の機会を維持し
つつ、「新しい生活様式」にも対応しながら、環
境教育を行う体制づくりを進めます。

映像等のコンテンツの充実・活用
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環境保全のために

求められる人間像

・知識の習得にとどまらず、自ら考え、公正に判断し、主体的に行動し、成果を導き出
すことのできる人間
・知識を得て理解した内容を他者に伝えることのできる人間
・他者と議論し、合意形成することのできる人間
・「人と自然」、「人と人」、「人と社会」のつながりやきずなを想像し、理解するこ
とのできる人間
・他者の痛みに共感し、共に働き、汗を流すとともに、協働することのできる人間
・理想とする社会像を自ら描き、それぞれの立場と役割で社会づくりを担っていける人
間
・既成概念にとらわれず、新しい価値を創り出すことのできる人間

環境教育・学習が

育むべき能力

未来を創る力

・社会経済の動向やその仕組みを横断的・包括的に見る力
・課題を発見・解決する力
・客観的・論理的思考力と判断力・選択力
・情報を活用する力
・計画を立てる力
・意思疎通する力（コミュニケーション能力）
・他者に共感する力
・多様な視点から考察し、多様性を受容する力
・想像し、推論する力
・他者に働きかけ、共通理解を求め、協力して行動する力
・地域を創り、育てる力
・新しい価値を生み出す力 等

環境保全のための力
・地球規模及び身近な環境の変化に気づく力
・資源の有限性や自然環境の不可逆性を理解する力
・環境保全のために行動する力 等

環境教育・学習に

求められる要素

・人間と環境とのかかわりに関するものと、環境に関連する人間と人間とのかかわりに
関するもの、その両方を学ぶことが大切であること
・環境に関わる問題を客観的かつ公平な態度でとらえること
・生産・流通・消費・廃棄の社会経済システムにおいて、例えば消費者が直接見えない
部分で、温室効果ガスの排出や生物多様性への影響等の環境負荷を与えていることに
ついて理解すること
・豊かな環境とその恵みを大切に思う心を育むこと
・いのちの大切さを学ぶこと

09

「国の基本方針」を基に川崎市作成

「国の基本方針」に基づく環境教育・学習に必要な能力等

「国の基本方針」において、環境教育・学習を行うにあたり、環境保全のために求められ
る人間像、環境教育・学習が育むべき能力、環境教育・学習に求められる要素を次のとおり
示しています。
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市

民

の

役

割

市民

・市民は、良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組み、自らの生活
行動が環境を損なうことのないよう努めるとともに、市の環境施策の
推進に積極的に参画し協力する（環境基本条例）。
・環境に配慮したライフスタイルを実践し、環境に配慮した消費者(グ
リーンコンシューマー)として社会経済の仕組みを変えていく役割
・良好な環境の保全のために主体的・積極的に行動していく役割

市民活動団体等
・自らの経験やネットワークを活かし、問題意識や意欲を引き出し、自
発的な行動を促進するなど、推進役を担う役割

地域環境リーダー・かわさき
地域環境教育コーディネーター

・地域や職場で率先して環境保全活動や環境配慮行動を実践する役割
・コーディネーター役として主体間を調整する役割

事

業

者

の

役

割

事業者

・事業者は、自らの活動が環境に影響を与えている立場を自覚し、環境
汚染の防止並びに良好な環境の保全及び創造に努め、市の規制及び指
導を順守するとともに、市の関連施策に積極的に協力する（環境基本
条例）。
・地域社会の一員として、地域の環境保全活動に積極的に参加するとと
もに、事業所内の従業員の環境意識を高める役割
・技術力を活かした見学の受け入れや学校等での出前講座の実施など、
積極的に環境教育・学習に協力する役割

学校等
・発達段階に応じて、環境教育・学習を実施し、環境問題について正し
い理解を深め、自ら考えて行動できるように教育する役割

行

政

の

役

割

市

・市の施策の実現にあたり、環境への影響を配慮し、市民の意見を尊重
して、良好な環境の保全及び創造に努める (環境基本条例）。
・体験の機会の場の充実や人材の育成、自立的な活動への支援
・環境に配慮した行動促進から社会経済システムを変えていくための仕
組みづくり
・様々な主体との協働や効果的な環境配慮意識の定着化を図る役割
・環境関連情報の発信による活動促進と地元愛の醸成を図る役割
・職員の環境意識を高める役割
・国や近隣都市等と連携し、市域を超えた広域的な対応に取り組む役割

環境教育・学習を実施する市民、事業者、行政の各主体のそれぞれが対等な立場を尊重し、
互いの得意分野や他の主体ではできない特性等を理解した上で、協働して環境教育・学習を
推進するためには適切な役割分担が必要です。
それぞれの環境教育・学習の推進に関する役割分担の基本的な考え方については、次のと
おりとします。

10

各主体の役割
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11

Measures市が実施する施策
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現在、環境教育・学習は、地域の市民活動団体（ＮＰＯ法人等）、事業者や学校、行政などの様々
な主体により取り組まれています。
これらの実施主体は、異なる得意分野や機能などに応じ、様々な役割を有していることから、各主

体が相互に協力して地域全体で取り組むことにより、地域における環境教育・学習の効果を高めるこ
とができます。
そのため、本市は、様々な主体による多様なコラボレーションによる環境教育・学習の推進を図る

とともに、環境教育・学習の担い手と受け手のニーズを把握し、つなぐ役割を果たします。

本市には、公害克服に向けて取り組んできた経
験のほか、優れた環境技術の集積とその環境技術
による国際貢献、河川や丘陵等の豊かな自然、
数々の環境教育・学習の拠点、そして、地域にお
ける活発な取組など、地域の環境保全活動を支え
る地域資源が豊富にあります。これらの地域資源
を活用しながら、地域で共通して抱える課題、あ

Connecting

るいは川崎への愛着や誇りの醸成などにより、地
域を構成する各主体が共通した目標を持ち、地域
を適切に把握しながら連携し、地域の環境力を強
め、実際の環境保全活動につなげていくことが重
要です。
そのため、市民や市民活動団体、事業者、ＮＰ

Ｏ法人等とのネットワークを活用しながら、より
緊密に連携し、つながりを重視した環境教育・学
習の取組を推進します。

12

川崎の地域資源を活用したつながりづくり

基本的な方向性Ⅰ 協働取組の推進「つながる」
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川崎国際環境技術展や川崎ゼロエミッション工業団地でのエコイベント等の開催を通じた様々な主
体との交流促進を行う。
企業との協働により、水素エネルギーなど臨海部に集積する環境技術に関する施設の視察等の受け
入れを行う。

●
●

「環境技術の集積」でつながる

「河川や丘陵地等の豊かな自然」でつながる

●体験型講座の実施等、市内に数多く存在する環境教育の拠点における取組を推進する。
●施設を巡るスタンプラリー等、施設間の交流を促進し、環境各分野の横断的な取組の輪を広げる。

「地域における活発な取組」でつながる
エコ暮らしこフェアに代表されるように、スポーツや音楽、芸術などの文化や地域防災、子育ての
取組等の地域における多岐にわたる取組とタイアップし、環境の要素を入れていくことで、環境に
親しんでもらうきっかけづくりを行う。

13

＊

＊

＊

その他地域の関連施設
＊教育関連の施設＊
幼稚園・保育所、小学校、
中学校、高等学校、大学等
＊身近にある施設＊
市民館、図書館、公園、こ
ども文化センター等

＊環境教育の拠点＊

川崎区
▼かわさきエコ暮らし未来館
（浮島処理センター）
▼環境総合研究所
▼大師河原水防センター
▼ワクワクアクア
（入江崎水処理センター）
▼昭和電工（株）川崎事業所
▼東京ガス（株）
東京ガスキッチンランド川崎
▼堤根処理センター
▼川崎マリエン

幸区
▼（株）ショウエイ
▼夢見ヶ崎動物公園
▼加瀬水処理センター

中原区
▼富士通（株）川崎工場
▼等々力水処理センター

高津区
▼ＣＣかわさき交流コーナー
▼橘リサイクルコミュニティセンター

麻生区
▼王禅寺エコ暮らし環境館
（王禅寺処理センター）
▼黒川青少年野外活動センター
▼明治大学黒川農場
▼麻生水処理センター

多摩区
▼緑化センター
▼二ヶ領せせらぎ館
▼かわさき宙と緑の科学館・
生田緑地ビジターセンター
▼水とかがやく未来館
（長沢浄水場）
▼農業技術支援センター

「数々の環境教育・学習の拠点」でつながる＊

●

●

生き物しらべや市民植樹祭等、人と自然、自然と生き物のつながりの理解を深める取組を行う。
各主体と協働し河川や里山、公園での自然観察会、環境調査等を行う。

●

公害への対策を行う中で培われた環境技術を活用し、川崎の特徴を活かした取組を推進する。

36



環境教育・学習に関する協働への支援

14

本市は、脱炭素社会の実現に向け、令和２
(2020)年11月に、脱炭素戦略「かわさきカーボン
ゼロチャレンジ2050」を策定しました。
気候変動の影響は遠い未来の話ではなく、今ま

さに私たちの生活に大きな影響を与えており、世
界全体で危機的な状況です。
温暖化によって、猛暑日の増加による熱中症の

リスクや食物への影響、台風による高潮や水害・
土砂災害などが、引き起こされます。
川崎市においても、令和元年東日本台風（台風

第19号）では、浸水等による多大な被害が発生し
ました。
気候変動は差し迫った課題で、影響を抑えるた

めには、2050年のCO2排出実質ゼロの達成が不可
欠です。
しかし脱炭素社会の実現は容易なことではあり

ません。これまでの考え方や生活を大きく見直す
必要があります。一人ひとりがこの危機的な状況

を理解し、行動できるようにならなければ、この
難局を乗り越えることはできません。市民だけ、
事業者だけ、行政だけの取組には限界があると言
わざるを得ません。
そこで重要となってくるのが、市民・事業者・

行政の協働による環境教育・学習の取組です。
川崎市内には環境教育・学習を行う個人や団体

がたくさんあり、既に活発な活動を行っています。
また、事業者は世界に誇る環境技術を有してい

ます。そういった土壌を最大限に活かし、多様な
主体によるコラボレーションにより、課題を解決
していくことが可能となります。
いろいろな人や団体が出会い、つながることで

様々な化学反応が起こり、これまでにない活動や
予期せぬ価値を創出します。
このポジティブな相互作用を環境教育・学習へ

とつなげ、自ら考え、公正に判断し、主体的に行
動し、成果を導き出すことのできる人づくりを行
います。そのために必要な支援を行っていきます。

環境教育・支援ポータルサイトの運営等、協働の活動に資する必要な情報の提供を行う。
市民活動団体の事業を様々な手法で支援する。
まちの広場やソーシャルデザインセンター、地域の寺子屋等、地域の居場所とも、連携した協働の
取組を推進する。

●
●
●
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関心を引きつけて参加を促す取組
環境教育・学習の推進にあたっては、幅広く多

岐にわたる諸情勢を適切に勘案しつつ、私たちの
生活が自然の恵みの上に成り立っていることや、
日頃の活動に起因する環境負荷が、環境に大きな
影響を及ぼしていることを理解し、環境に関する
様々な問題の本質や取組の方法を自ら考え、解決
する能力を身につけ、自ら進んで環境問題に取り
組む人材を育てていくことが不可欠です。
そして何よりも「行動」に結びつけていくため

の、環境教育・学習が必要です。
環境教育・学習は下の図のようなプロセスを経

て、具体的な行動を促し問題解決に向けた成果を
めざすという一連の流れの中で行われることが効

「環境教育の現状 理論と実践をつなぐために（小澤紀美子）」より川崎市作成

市民活動団体(NPO法人等)及び事業者との連携により、環境について考え、環境に配慮した行動を
取り入れられるよう、様々な環境関連情報や生き物情報の発信等、情報提供や支援を行う。
親子でできる参加型の講座や市民向け講習会、エコドライブ講習会をはじめとした大人向けの講習
会等のイベントを開催し、その参加を促進する。

果的です。
その際、知識の一方通行に終始させるのではな

く、その場や時期、学習の参加者に応じた関連す
る話題と、学習することによって得る価値を述べ
て双方向のコミュニケーションを行うことによっ
て、参加者から気付きを引き出すことが重要です。
そして環境教育・学習の実施にあたり、その活

動が一連のプロセスのどの段階に位置づけられる
かを意識し、絶えず話題を発展させていくことが
大切です。
こうした効果的なプロセスを、家庭や学校、地

域等の様々な場にあてはめ、ワークショップや体
験型の学習のほか、講座やイベントの開催等と
いった楽しく学習できる機会の創出を図ります。

家庭での取組

15

実践・参加（変わる・変える）

思考力・洞察力（考える）

理解の深化（調べる）

関心の喚起（気づき）

＊

Communicating基本的な方向性Ⅱ 環境教育・学習を地域で実践「伝える」 .

環境教育・学習において、重要なことは、知識を学ぶことにとどまらず、行動を起こすことです。
環境に配慮した行動を起こすきっかけとして、身近な人の経験や体験を伝えることは、とても重要で、

伝える側、伝えられる側の双方にとって大きなメリットがあります。
家庭や職場、地域、学校等の様々な場で環境教育・学習を実施し、自ら環境配慮に取り組んでいく人材

を育て、地域における行動を促します。

●

●

人としての基本的な感覚や生活様式の基盤を形成するのは、しつけや習慣であるため、人を育て
る原点であり、日常生活の場である家庭における取組が重要である。そのため、家庭における環境
教育・学習を促進し、省エネや3R、節水などの環境配慮行動を実践につなげるよう支援を行う。
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関心の喚起（気づき）

日常生活や社会に目を向けさせ、課題への気づきにつなげる事例
・情報メディアによる伝達
・幼稚園・保育所等や小学校低学年の児童の保護者同士の集まり、町内
会、集合住宅の集会等での話題の提供
・生活に密着した情報の提供
・環境関連イベント等への参加促進
・環境啓発教材等の作成・配布
・身近な公園等での自然観察 など

理解の深化（調べる）
課題についての情報収集を支援する事例
・インターネットによる環境情報の提供
・市民向けの講習会の開催、冊子の配布
・環境関連イベント等での関連情報の提供

思考力・洞察力（考える）
整理・分析するうえで必要となる要素の身に付けにつなげる事例
・ESD学習会の開催による解決に必要な能力・態度の身に付け
・参考となるESDの活動成果の事例発表

実践・参加（変わる・変える）
家庭や地域での実践と、その評価の確認につなげる事例
・家族や地域住民と相談して進め、みんなで評価を確認する体制づくり
・自分の考えや課題が新たに更新され、探求の過程を繰り返す場づくり
・生ごみ堆肥をつくり、その成分分析と野菜づくりを体験する場づくり

事業者が事業活動を行うにあたり、環境配慮につながる必要な情報を提供する。
事業に携る社員の環境に対する意識を高め、職場全体で環境対策に取り組むよう支援する。
地域社会の一員として、地域の環境保全活動への参加や支援が進むよう市内事業者の優良な取組事
例や地域の環境保全活動の報告などの情報共有を行う。
市職員自らの環境配慮活動の実践のための職員研修を行う。

地域における、自治会、町内会等の団体や、環境保全活動に取り組む任意団体等が行う、環境美
化活動、リサイクル、省エネなど様々な活動を様々な側面から支援する。
有益な情報の積極的な発信のほか、体験型の環境教育・学習を行うなど、地域資源を楽しく発見、
又は再認識しながら環境負荷の低減や自然環境の創出・保全等につながる取組を推進する。
区役所や公園、河川や海岸等の自然環境における身近な活動拠点で行われる取組について、市民
や団体同士のつながりが広がるよう、地域において率先して環境保全活動に取り組む人材の育成
を進め、取組の更なる広がりを推進する。

16

職場での取組＊

地域での取組＊

●
●
●

●

●

●

●

持続可能なまちづくりや環境問題への対応は事業者による取組も欠かせない。例えば、製造業で
あれば製品の製造・運搬・使用・廃棄などライフサイクル全体で環境負荷が小さくなるよう配慮す
ることや、運送業であれば、次世代自動車の選択やエコドライブの実施等が重要である。また、社員向
けの環境教育・学習の実施などにより社員の意識を高めることも有効である。そういった事業者に
おける取組が進むよう、事業者が行う取組の充実に向け支援する。

公害を克服していく過程で培った環境技術やそれらに関わってきた多くの人材、多摩丘陵、多摩
川、鶴見川などの地域資源を活用し、川崎らしい特徴・特性を活かした取組を実施・支援する。
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環境教育・学習は、幼児、児童、生徒、成人等のそれぞれの発達
段階で継続的に実施されることが必要ですが、成長過程に応じて重
視すべき課題の比重を変えていくことが有効です。
幼児期から小学校低学年にかけての子どもは、自然体験や社会体

験といった活動を積み重ね、自然を感覚的に理解し、いのちを大切
にする感覚を養い、感受性を豊かにすることが重要となります。
小学校中・高学年以上では、環境を客観的に認識し、概念的に理

解する能力が育まれてくるため、自然の仕組みや自分たちの生活と
環境との関わりを理解させ、問題解決能力の育成を図ることが重要
となります。さらに中学生以上では、環境に関する事象の因果関係
や相互関係について理解し、環境問題を総合的に捉えることが可能
となり、成長するにしたがって感性学習、知識・技術の学習よりも
参加・行動の学習が重要となってきます。
本市の将来を担う子どもたちには、幼児期から成長過程に応じた

教育を継続していくことで、持続可能な社会の実現をめざします。

（生涯学習と環境教育（1992年 阿部治立教大学教授）の図を基に作成

成長過程に応じた取組

①地球規模の問題に対する国連
システムの理解、②人権、民主
主義の理解と促進、③異文化理
解、④環境教育といったテーマ
について、質の高い教育を実践
する学校です。文部科学省及び
日本ユネスコ国内委員会では、
ユネスコスクールをESDの推進
拠点として位置付けています。
現在、世界180か国以上の国・
地域で11,000校以上のユネスコ
スクールがあります。
市内には既にESDを継続的に

実践している学校が多数ありま
す。これらの学校がユネスコス
クールへ登録することで国内外
のユネスコスクールとのつなが
りができ、相乗効果が期待でき
ます。

【参考イメージ】発達段階に応じた環境教育のアプローチ（感性→知識→行動）

17

ユネスコ
スクール
について

ユネスコスクール
は、ユネスコ憲章に
示されたユネスコの
理念を実現するため、
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幼稚園や保育所等の教職員や保護者との連携により、幼児環境教育プログラムの普及や教材の充
実、研修の実施を図るとともに、幼稚園・保育所等において、体験活動を重視し、自然との触れ
合いを通じた感性の育成を行う。

楽しみながら学び、自然環境や環境問題に対する関心や環境保全に参加する姿勢の定着に結びつく
ような教材や映像・動画等のコンテンツの充実を図る。
モデル的なプログラム・活動事例の普及、教職員の研修との連携などを進める。
学校施設への太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入や校舎等の断熱性の向上など、環境
に配慮した施設へ誘導する。
緑化、ビオトープを整備・充実させるとともに、食を通じた環境教育を行う。
大学・地域・企業等と連携し、それぞれがもつ知識や技能を児童・生徒に伝える。

18

幼稚園・保育所等での取組＊

小・中学校での取組＊

高等学校においては、環境保全活動の実践に向けた準備の時期となるので、発展的かつ専門的な
環境教育・学習が実施できるよう総合的な探究の時間に活用できるコンテンツの充実等、支援を行う。
次のような自発的な取組を有効に活用し、地域の環境教育・学習をさらに活性化していくため、
情報共有や、コーディネーターの育成等の支援につなげる。

高等学校・大学での取組＊

●

●

●
●

●
●

●

●

児童・生徒にとっては、体験を通じて学ぶ手法が有効である。理科や社会科、家庭科、総合的な
学習の時間等を活用し、環境への理解を深め、行動に結びつけられるようなプログラムを提供する。
また、学習に当たっては、ねらいを明確に示し、その意識づけを図る。

高等学校等においては、環境問題を解決するための具体的な行動の実践が中心となることから、
発展的、専門的な環境教育・学習が実施できるよう支援を行う。また大学においては既に特色を活
かした地域等との連携による取組が行われていることから、更なる広がりに向けた支援を行う。

【取組例】
・明治大学では、麻生区の黒川農場における環境・自然・地域との共生による『未来型アグ
リ・エコファーム』をコンセプトとした地域との連携を行っている。
・専修大学では、課題解決型インターンシップとして大学と地域の企業・商店街・ＮＰＯ法人等
が協力して、自然・環境を含めた課題を解決する取組を進めている。
・和光大学では、学生サークルが主体となって地域や学校等と連携し、岡上地域や鶴見川流域に
おける足もとからの自然保護等の活動に取り組んでいる。
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効果的な情報発信
協働の参加主体間のコミュニケーションを円滑
化し、相互理解と信頼を醸成するためには、各主
体がそれぞれの有する情報を公開し、共有するこ
とが重要です。そのため、各主体による活動内容
を把握し、環境教育・学習の取組状況を積極的に
公開していきます。また、協働を進め、市が行う
政策を効果的に実施するためにも、政策の実施段
階のみならず、計画段階から多様な主体が参加す
る機会を設けることが重要であることから、市が
取り組む環境政策に関する情報についても、イン
ターネットや各種ＳＮＳ、パンフレット、チラシ
等により的確に公開していきます。
さらに、地域の取組を次世代につなげるために
は地域住民自らが川崎への地元愛を育み、川崎を
良くしたいという気持ちになることが重要である
ことから、川崎への愛着・誇りを醸成する魅力発
信も行います。

本市では平成31（2019）年２月に「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進
方針」を策定し、全庁をあげてSDGsの達成に寄与する取組を推進しています。
本市の学校教育の現場においては、各学校が「子どもたちに身に付けさせたい

力」を設定し、「キャリア在り方生き方教育」に取り組んでいます。その付けさせ
たい力は、SDGsやESDがめざす、持続可能な社会づくりのための課題解決に必要

な能力・態度と深いつながりがあります。
学校の現場でもSDGsやESDの考え方を意識した取組を始めており、教員向けのSDGsの研修会の実

施や、児童・生徒、保護者のSDGsの認知度の向上を図る取組、ESDの視点による体験学習等、様々な
取組が広がってきています。

教 育 現 場 で の
キャリア在り方
生 き 方 教 育 と
ＳＤＧｓ、ＥＳＤ

あらゆる世代に必要な情報が届くよう、イン
ターネットやＳＮＳ、チラシ等を組み合わせ
て発信する。
川崎への愛着・誇りの醸成につながる先進的
な取組や優れた取組等を発信する。

●

●

自発的な取組への支援
環境に対する問題意識や使命感、興味等に関す

る自発的な意思が、活動を始めるきっかけや活動
を継続していく動機となるため、自発的行動を引
き出し、その取組を周囲に広めることが大切です。
そのため、交流の場の提供に努めるほか、活動の
表彰も行います。

エコ・フェスタかわさき等自発的に取り組む
市民の交流の場づくりの支援を行う。
スマートライフスタイル大賞や環境功労者表
彰等、優れた取組について、表彰などにより
共有し、横展開を図る。

●

●

図 和光大学の足もとからの環境共生プロジェクトのパンフレットから引用

19
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市民や事業者への環境教育・学習の実施により、地域や職場、学校等で環境保全活動を率
先して行う人材を育成するとともに、その人材が活動できる場や機会の拡充することも必要で
す。
また、環境教育・学習は、知識として一時的に習得させるだけでなく、繰り返し学習し、地

域や家庭、職場などで実践し、その取組をさらに周囲に広めて、次世代にも伝えてもらうこと
で、持続可能な社会の担い手を育むことが重要です。
こうしたことから、環境保全活動の核となる人材の育成や、環境教育の活動の場となる環境

教育・学習に係る拠点・施設の充実を進めます。

環境保全活動の核となる人材育成とその活用

各主体間で相互理解を深め、ネットワークを形
成していくにあたっては、主体間をつなげる役割
をもった調整役（コーディネーター）や、各主体
から問題意識や意欲を上手に引き出し、自発的な
行動につなげていく役割を持った促進役（ファシ
リテーター）の存在が重要となります。
本市で行っている地域環境リーダー育成講座は、

令和２（2020）年度で第23期目となり、延べ357名
の方が地域環境リーダーとなりました。多くの方が、
地域や職場で精力的に環境保全活動に取り組んで
います。学校等への出前授業をはじめ、川崎市地
球温暖化防止活動推進員としての活躍等、様々な
主体と協働・連携した活動を、率先して行ってい

Utilizing

ます。
また、市民の生ごみリサイクル意識及び技術を高め
るために活動する生ごみリサイクルリーダーや、地域
の緑化活動を率先して行う人材の育成を目的とす
る緑化推進リーダーなど、地域で活動する人材の
育成に取り組んでいます。
本市の実施するこれらの人材育成の講座におい

て環境保全活動の核となる人材の育成を行い、地
域における取組を推進していきます。
さらに、市内の各主体を調整して活動をつなぐ

かわさき地域環境教育コーディネーターとして、
現在10名の方が活躍されています。このような方
たちとの連携により、環境教育・学習の取組を進
めていきます。

20

体験の

機会の場

出前授業

出前授業

ＥＳＤの
取組

人材育成
環境情報
の提供

地域での
活動

キャリア
在り方生
き方教育

市民活
動団体

学校等

川崎市

事業者
環境保全活動の
核となる人材

基本的な方向性Ⅲ 人材育成とその活用「活かす」 .

「活かす」取組のイメージ

● 地域環境リーダーや生ごみリサイクルリーダー、緑化推進リーダー、かわさき地域環境教育コーディ
ネーター等各種人材育成講座の実施に当たっては、専門家等の知見も活用しながら、環境保全活動の
核となる人材の育成を行い、地域における取組を促進するとともに、育成した人材との連携により、
環境教育・学習の取組を推進する。
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本市には、市等の公の施設のほか、環境教育等
促進法に基づく環境教育等に係る体験の機会の場
など、多くの環境教育・学習拠点や関連施設があ
ります。
また、体験の機会の場は令和2(2020)年12月時点

で、全国において、24施設認定されていますが、

環境教育・学習に係る拠点施設の充実

環境教育等に係る体験の機会の場に認定している民間事業者
事業者名 主な内容

昭和電工株式会社 川崎事業所 使用済みプラスチックのアンモニア原料化を通じた
環境教育（分別体験、化学実験、事業所見学等）

株式会社 ショウエイ ろ過装置を利用した水、熱、電気の省エネ（ろ過実
験、事業所見学等）

富士通株式会社 川崎工場 タブレットPCを用いた環境教育(講座・事業所見学)
明治大学黒川農場 アグリサイエンスアカデミー（農業体験等）
東京ガス株式会社 東京ガスキッチンランド川崎 環境に配慮した食の取組（講座、調理実習）

行動変容につなげるための新たな取組

市内の環境教育・学習拠点、関連施設
所在地 分類 施設名

川崎区

環境全般
ごみ
水辺
水環境
その他

かわさきエコ暮らし未来館、環境総合研究所
浮島処理センター、堤根処理センター
大師河原水防センター
ワクワクアクア（入江崎水処理センター）
川崎マリエン

幸区
生物・自然
水環境

夢見ヶ崎動物公園
加瀬水処理センター

中原区 水環境 等々力水処理センター

高津区
温暖化
ごみ

CCかわさき交流コーナー
橘リサイクルコミュニティセンター

多摩区

自然
水辺
緑化
農業
水環境

かわさき宙と緑の科学館・生田緑地ビジターセンター
二ヶ領せせらぎ館
緑化センター
農業技術支援センター
水とかがやく未来館（長沢浄水場）

麻生区
ごみ
自然
水環境

王禅寺エコ暮らし環境館・王禅寺処理センター
黒川青少年野外活動センター
麻生水処理センター

●
●
積極的な広報により、体験の機会の場の利用促進を図る。
学校教育における活用を促進するため、的確な情報提供を行う。

●

●

既存の資源や新たに整備されるGIGAスクール構想による環境を最大限に活かし、有機的に組み合わせ
ることにより、行動変容を促す。
行動科学（ナッジ）を活用した取組を学校や家庭で実施する。

そのうちの５施設が市内にあります。これらの施
設で様々な体験をし、そして育成した人材が実践
の場として最大限に活用する機会を増やすととも
に、それぞれの施設が連携・協力しながら関連情
報の積極的な発信による施設の利用促進を図りま
す。また、学校教育における活用も有効であるこ
とから的確な情報提供を行います。

本市には、各環境学習施設や地域環境リーダー
をはじめとする各種コーディネーター等、環境教
育に活用できる施設やシステム、人材が既に多数
あります。また、GIGAスクール構想により、児
童・生徒に、１人１台の端末が配付されるととも
に、高速大容量の通信ネットワークの環境が整備

されます。
そういった資源や環境を最大限に活かし、有機

的に組み合わせることにより、シナジー効果を生
み出す取組を進めます。さらに、環境の分野でも
広がりが期待される、現代の魔法と呼ばれる行動
科学（ナッジ）を活用し、家庭や学校での行動変
容を促します。
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施 策
基本的施策 施策内容

Ⅰ 協働取組の推進「つながる」

１ 川崎の地域資源を活用したつながりづくり

(1)「環境技術の集積」でつながる ●エコイベント等の開催を通じた様々な主体との交流の促進
●施設見学等を通じた水素エネルギー等の普及啓発

(2)「河川や丘陵地等の豊かな自然」で
つながる

●人と自然、自然と生き物のつながりの理解を深める取組の推進
●協働による河川や里山、公園での自然観察、環境調査等の実施

(3)「数々の環境教育・学習の拠点」で
つながる

●市内の環境教育の拠点における取組の推進
●施設間の交流促進を通じた環境各分野の横断的な取組の推進

(4)「地域における活発な取組」でつながる ●地域で実施される様々なイベント等への環境的要素の付加による
きっかけづくり

２ 環境教育・学習に関する協働への支援 ●協働の活動に資する環境関連の必要な情報の提供
●市民活動団体の事業の様々な手法による支援
●地域における既存の取組との連携の推進

Ⅱ 環境教育・学習を地域で実践「伝える」

１ 関心を引きつけて参加を促す取組

(1)家庭での取組 ●市民活動団体や事業者との連携による情報の提供及び支援
●講座や講習会などの開催及び参加促進

(2)職場での取組 ●事業者に対する環境配慮につながる必要な情報の提供
●事業に携わる社員の環境に対する意識の向上や、職場全体での環
境対策への取組の支援
●地域の環境保全活動への参画の支援
●優良な取組事例や地域の環境保全活動の報告などの情報共有
●市職員自らの環境配慮活動の実践のための職員研修等の実施

(3)地域での取組 ●自治会や町内会、環境保全活動に取り組む任意団体などが行う
様々な活動への支援
●有益な情報発信、環境負荷の低減や自然環境の創出・保全等につ
ながる取組の推進
●身近な活動拠点で行われる取組での、市民や団体同士のつながり
や取組の更なる広がりの推進

２ 成長過程に応じた取組

(1)幼稚園・保育所等での取組 ●体験活動による自然との触れ合いを通じた感性の育成

(2)小・中学校での取組 ●映像等の教材やコンテンツの充実
●教職員研修による事例の横展開の支援
●学校施設における環境配慮型施設への誘導
●緑化、ビオトープなどの整備・充実と食を通じた取組の推進
●大学・地域・企業等との連携による知識や技能の伝達の促進

(3)高等学校・大学での取組 ●高等学校、大学での環境学習の広がりに向けた支援
●自発的な取組を活用したコーディネーター等の育成支援

３ 自発的な取組への支援 ●交流会等の実施
●優良事例の表彰

４ 効果的な情報発信 ●ホームページやＳＮＳ、アプリ、冊子等による環境情報の発信
●川崎への愛着・誇りの醸成につながる情報の発信

Ⅲ 人材育成とその活用「活かす」

１ 環境保全活動の核となる人材の育成とそ
の活用

●各種人材育成講座の開催による環境保全活動の核となる人材の育成
と育成した人材との連携

２ 環境教育・学習に係る拠点・施設の充実 ●体験の機会の場認定制度の利用促進
●的確な情報提供による学校教育での利用促進

３ 行動変容につなげるための新たな取組 ●既存の資源やGIGAスクール構想によるシナジー効果の創出
●行動科学（ナッジ）を活用した学校や家庭での取組

Progress management環境教育・学習の推進と進行管理

豊
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な
未
来
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な
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心
の
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「
豊
か
な
未
来
を
創
造
す
る
地
球
環
境
都
市
か
わ
さ
き
へ
」
の
実
現
に
向
け
て
環
境
教
育
・
学
習
に
よ
り
貢
献
す
る

環境教育・学習アクションプログラムの目的・方針の実現を目指し、次のとおり施策体系を整理し、
効果的に取組を進めます。

目
的
方
針
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取組状況の把握・点検
これまで、イベント等の実施回数や参加人数と

いった活動指標により環境教育・学習の実施状況
を把握してきました。環境教育・学習では、教育
の結果として、行動につなげることが重要で、そ
のための指標が必要でした。そこで今回、行動に
つながったかを測る指標として、新たに分野別指
標を設定しました（右下図）。

教育の結果が行動につながったと推察される項目を
選定し、環境全般、脱炭素化、自然共生、大気や水な
どの環境保全、資源循環の各分野に分類・設定しました。
分野別指標はこれまで用いてきた活動指標と併せて

取りまとめ、結果は、公表するとともに事業の進捗状
況を確認、課題等を把握し、解決に向けた検討を進め、
必要に応じて見直しを図ることとします。

指標
活動指標 分野別指標

環
境
全
般

項目 現状 方向性

脱
炭
素
化

項目 現状 方向性

自
然
共
生

項目 現状 方向性

大
気
や
水
な
ど
の
環
境
保
全

項目 現状 方向性

資
源
循
環

項目 現状 方向性

つ
な
が
る

伝
え
る

活
か
す

49.9％（R1）

59.6％（ R1 ）

27.2％（R1）

42件（R1）

高い方がよい

高い方がよい

高い方がよい

多い方がよい

環境に配慮した生活を
行っている人の割合

環境学習施設利用校の
割合

出前講座利用校の割合

環境関連NPO登録数

世帯当たり二酸化炭素排
出量

再生可能エネルギー導入量

地球温暖化防止活動推進
員数

クールチョイス登録数

2.5トン（H30）

約200,000kW(R1)

80人（ R1 ）

26,591件(R2.12）

少ない方がよい

多い方がよい

多い方がよい

多い方がよい

高い方がよい

多い方がよい

多い方がよい

多い方がよい

69.1%（R1）

2,337箇所(R1)

約103万8千本
（R1）

3,136件(R1）

公園や緑の豊かさ満足
度

緑のボランティア活動
箇所数

市民植樹による累計植
樹本数

生きものマップ報告件数

空気や川、海のきれい
さ満足度

次世代自動車普及率

かわさきエコドライブ
宣言 宣言者数

市民１人１日当たりの
生活用水使用量

53.9%（R1）

13.5％(H31.3）

8,519人(R2.12)

235Ｌ(R1)

高い方がよい

高い方がよい

多い方がよい

少ない方がよい

１人１日当たりのごみ
排出量

食べきり協力店数

生ごみ処理機等購入費
助成件数

ごみ分別アプリダウン
ロード数

905g（R1）

251店舗(R2.12)

205件（R1）

約13.6万件
(R2.12)

少ない方がよい

多い方がよい

多い方がよい

多い方がよい

(現状:R1)

(現状:R1)

(現状: R1 )

事 業 実 施 件 数 : 61件
イベント・講座等実施回数 385回

事 業 実 施 件 数 : 7件
イベント・講座等実施回数 284回

市が実施した事業に
関する数値的な指標

事業の結果が行動変容
につながったと推察で
きる、行動に関する指標

事 業 実 施 件 数 : 59件
イベント・講座等実施回数 1,007回
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川崎市環境教育・学習アクションプログラム【概要】1/3

１ アクションプログラム策定の背景

①地球規模の危機に対応するためには持続可能な社会への転換が必要であり、一人ひとりのラ
イフスタイルの変革が必要である。

②「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点にたった取組の推進や、ESD（Education for 
Sustainable Development 持続可能な開発のための教育 一人ひとりが世界の人々や将来
世代、環境との関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の実現に向けて行動
を変革するための教育のこと）を通じた持続可能な社会の担い手の育成が重要である。

③脱炭素社会の実現に向けて、未来を担う世代の育成が重要であり、学校教育における環境教
育・学習の取組の充実が必要である。

３ アクションプログラムの目的・方針・位置付け

【目 的】
新たな環境基本計画において、めざすべき環境像として掲げる「豊かな未来を創造する地
球環境都市かわさきへ」の実現に向けて、環境教育・学習により貢献すること。

【方 針】
豊かな未来へつなぐ心の輪  ’知っている’から’できる‘へ 

【位置づけ】
環境教育等促進法第８条の規定で作成が努力義務とされている行動計画を、現在の「環境
基本計画」から今回策定する「環境教育・学習アクションプログラム」とする。

【期 間】
令和3(2021)年度から概ね5年間とする（必要に応じて見直しを図る）。

◆つながる 協働取組の推進 

◆伝える 環境教育・学習を地域で実践 

◆活かす 人材育成とその活用

２ アクションプログラムの体系

（参考）環境教育等促進法 抜粋
（都道府県及び市町村の行動計画）
第八条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活

動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画を作成するよう努めるものとする。

地球温暖化や失われつつある生物多様性などの様々な環境問題に対処していくためには、一人ひとりの行動変容を促すことが不可欠であり、環境配慮行動を促す仕組みの基盤で
ある「環境教育・学習」について、さらなる充実・強化を図っていく必要がある。社会状況の変化に対応し、今後、より効果的・持続的に環境教育・学習を展開していくために、
平成7(1995)年策定（平成18(2006)年、平成28(2016)年改定）の「川崎市環境教育・学習基本方針」（以下「基本方針」という。）の内容を見直すとともに、名称を「川崎市環
境教育・学習アクションプログラム」とし、策定する。

①「つながる」、「伝える」、「活かす」という基本方針の３つの基本的な体系を維持し、取
組を推進する。

②市民、事業者・学校等、川崎市が協働・連携した取組により、自ら進んで環境問題に取り組
む人材を育成する。

③SDGsやESDの視点にたった取組を展開する。
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川崎市環境教育・学習アクションプログラム【概要】2/3

４ これまでの環境教育・学習の取組

６ 実施する施策

５ 環境教育・学習の推進に向けた課題

環境教育・学習の分野においても、SDGsの視点を意識し、達成に寄与する取組を、
推進していくことが必要である。

①脱炭素社会の実現に向けて、市民・事業者・行政の協働による取組が不可欠である。

②環境教育・学習に携わる担い手の高齢化が懸念されており、後継者の育成が求められる。

③新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、環境教育・学習で重要とされている
体験活動を通じた学びの機会が減っていることへの対応として、ICTの活用など、
「新しい生活様式」に対応した取組を行っていくことが必要。

活
か
す

伝
え
る

つ
な
が
る

【協働取組の推進】

地域にある資源を十分に活用し、市民、事業
者、行政が相互に協働・連携して、環境教
育・学習に地域全体で取り組む

○川崎の地域資源を活用したつながりづくり
○環境教育・学習に関する協働への支援

【環境教育・学習を地域で実践】

家庭や職場、学校等の様々な場で環境教育・学習を
実施し、自ら環境配慮に取り組んでいく人材を育
て、地域における行動を促す

○関心を引きつけて参加を促す取組
○成長過程に応じた取組
○自発的な取組への支援
○効果的な情報発信

【人材育成とその活用】

環境教育の持続的な発展に向けて、環境保全活動の
核となる人材育成やその活用、環境教育・学習の活
動の場の充実により、地域の活動をさらに促進

○環境保全活動の核となる人材の育成とその活用
○環境教育・学習に係る拠点・施設の充実
○行動変容につなげるための新たな取組

①事業の実施件数は増減があるが、イベントや講座等の実施回数は増加傾向にある。

②地域での環境活動を担う人材育成講座の修了生は着実に増加している。

③対象者の内訳は、小学生が最も多く、高校生及びそれ以上、中学生と続く。

④先進的な取組が表彰されるなど、市内の環境教育・学習の取組は広く評価されている。

未就学児

15%

小学生

29%

中学生

20%

高校生及び

それ以上

22%

世代を問わない

14%

環境教育・学習の対象者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015 2016 2017 2018 2019

（人）

環境学習活動や環境保全活動等の

人材育成講座の修了生人数の推移

修了生人数

累計：1,074人

116
118
120
122
124
126
128
130

0

500

1,000

1,500

2,000

（件）（回）

市関連の環境教育・学習の

取組状況の推移

イベント・講座等実施回数

事業実施件数

平成29年環境大臣表彰
（幼児環境教育プログラム）

平成30年環境大臣表彰
（エネルギー・環境子どもワークショップ）

① ②
③ ④
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施策体系図
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Back ground

地球温暖化や失われつつある生物多様性などの
様々な環境問題に対処していくためには、市民、
事業者、行政などの様々な主体が環境に配慮した
行動を実践していくことが重要であり、家庭や地
域、学校、職場などの様々な場面において環境教
育・学習を推進して環境に関する理解を深め、行
動に結びつけていく必要があります。
本市は、かつて、生産活動の拡大などにより深

刻な公害問題に直面し、市民、事業者、行政が全
力をあげて問題解決に取り組み、以降、地球規
模の問題も含めて、環境への負荷が少ない持続的
発展が可能な社会づくりを進めてきました。
こうした中、本市は、平成7(1995)年11月に環境

教育・学習を推進するためのガイドラインとして
「川崎市環境教育・学習基本方針」（以下「基本
方針」という。）を策定(平成18 (2006)年、平成
28(2016)年に改定）し、様々な主体や世代との協
働・連携による環境保全活動の輪を広げ、環境教
育・学習を持続的に発展させていく取組を行って
きました。
その後、日本や世界各地で頻発する集中豪雨、

川崎にも大きな被害をもたらした令和元年東日本
台風（台風第19号）、海洋プラスチック問題など、
様々な問題が顕在化し、環境に関する関心は世界
的に高まってきています。
近年の地球規模の危機に対応するため、平成

27(2015)年9月の国連持続可能開発サミットでは
世界共通の目標として「持続可能な開発目標
(SDGs)」が掲げられました。環境を含む様々な問
題の解決に向け、世界は動き始めています。全世
界の人々が一丸となって持続可能な社会をめざす
ためには、大量消費、大量廃棄型社会から持続可
能な社会への転換が必要であり、一人ひとりのラ

イフスタイルの変革が求められます。複雑化する
環境問題に対処し、将来にわたって持続可能な社
会を築いていくためには、ESD (Education for
Sustainable Development、持続可能な開発のた
めの教育）を通じて、体験活動の中から学び、持
続可能な社会の担い手として主体的な役割を果た
す人材を育成することが重要です。
また、相互に協力して活動を行う「協働」に

よって、分野横断的な環境保全活動を体系的に推
進していくことが重要であり、様々な主体や世代
が相互に協力して学び合い、地域全体で環境教
育・学習に取り組むことが引き続き必要となってい
ます。
さらに、本市は脱炭素戦略「かわさきカーボン

ゼロチャレンジ2050」を策定し、2050年の脱炭
素社会の実現を目指します。脱炭素社会の実現に
向けては未来を担う世代の育成が重要であり、学
校教育における環境教育・学習の取組の推進を通
じて、行動変容を促すことの重要性が増してきて
います。
今後、より良い環境を将来世代に引き継ぐため

には、主体間のつながりや役割を相互に認識し、地
域で取り組まれている様々な環境教育・学習を効果的
に発展させていくための人材の活用や、家庭、職
場、地域、学校等の様々な場での環境教育・学習
を通じた環境保全活動の実践とその広がりが重要
となります。
このような状況を踏まえ、環境教育・学習の取

組を持続的に発展させていくために、「川崎市環
境教育・学習アクションプログラム」（以下「ア
クションプログラム」という。)を策定し、環境教
育・学習を総合的に推進していきます。
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アクションプログラム策定の背景 Back ground

地球温暖化や失われつつある
生物多様性、資源循環などの
様々な環境問題に対処していく
ためには、市民、事業者、行政
などの様々な主体が環境に配慮
した行動を実践していくことが
重要であり、家庭や地域、学校、
職場などの様々な場面において
環境教育・学習を推進して環境
に関する理解を深め、行動に結
びつけていく必要があります。
本市は、かつて、生産活動の

拡大などにより深刻な公害問題
に直面し、行政、事業者、そし
て市民が全力をあげて問題解決
に取り組み、以降、地球規模
の問題も含めて、環境への負荷
が少ない持続的発展が可能な社
会づくりを進めてきました。
こうした中、本市は、平成

7(1995)年11月に環境教育・学
習を推進するためのガイドライ
ンとして「川崎市環境教育・学
習基本方針」（以下「基本方
針」という。）を策定(平成18
(2006)年、平成28(2016)年に
改定）し、様々な主体や世代と
の協働・連携による環境保全活
動の輪を広げ、環境教育・学習
を持続的に発展させていく取組
を行ってきました。
その後、日本や世界各地で頻

発する集中豪雨、川崎にも大き

な被害をもたらした令和元年東
日本台風（台風第19号）、海洋
プラスチック問題など、様々な
問題が顕在化し、環境に関する
関心は世界的に高まってきてい
ます。
近年の地球規模の危機に対応

するため、平成27(2015)年9
月の国連持続可能開発サミット
では世界共通の目標として
「持続可能な開発目標」(SDGs)
が掲げられました。環境を含む
様々な問題の解決に向け、世界
は動き始めています。全世界の
人々が一丸となって持続可能な
社会をめざし、大量消費、大量
廃棄型社会から持続可能な社会
への転換が必要であり、一人ひ
とりのライフスタイルの変革が
求められています。複雑化する
環境問題に対処し、将来にわ
たって持続可能な社会を築いて
いくためには、ESD (Education
for Sustainable Development.
持続可能な開発のための教育）
を通じて、体験活動の中から学
び、持続可能な社会の担い手と
して主体的な役割を果たす人材
を育成することが重要です。
また、相互に協力して活動を

行う「協働」によって、分野横
断的な環境保全活動を体系的に
推進していくことが重要であり、

様々な主体や世代が相互に協力
して学び合い、地域全体で環境
教育・学習に取り組むことが引
き続き必要となっています。
さらに、本市は脱炭素戦略

「かわさきカーボンゼロチャレ
ンジ2050」を策定し、2050年
の脱炭素社会の実現を目指しま
す。脱炭素社会の実現に向けて
は未来を担う世代の育成が重要
であり、学校教育における環境
教育・学習の取組の推進を通じ
て、行動変容を促すことの重要
性が増してきています。
今後、より良い環境を将来世

代に引き継ぐためには、主体間
のつながりや役割を相互に認識
し、地域で取り組まれている様々
な環境教育・学習を効果的に発
展させていくための人材の活用
や、家庭、職場、地域、学校等
の様々な場での環境教育・学習
を通じた環境保全活動の実践と
その広がりが重要となります。
このような状況を踏まえ、環

境教育・学習の取組を持続的に
発展させていくために、「川崎
市環境教育・学習アクションプ
ログラム」)以下「アクションプ
ログラム」という。)を策定し、
環境教育・学習を総合的に推進
してまいります。
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アクションプログラム策定の背景
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幼稚園や保育所等の教職員や保護者との連携により、幼児環境教育プログラムの普及や教材の充
実、研修の実施を図るとともに、幼稚園・保育所等において、体験活動を重視し、自然との触れ
合いを通じた感性の育成を行う。

楽しみながら学び、自然環境や環境問題に対する関心や環境保全に参加する姿勢の定着に結びつく
ような教材や映像・動画等のコンテンツの充実を図る。
モデル的なプログラム・活動事例の普及、教職員の研修との連携などを進める。
学校施設への太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入や校舎等の断熱性の向上など、環境
に配慮した施設へ誘導する。
緑化、ビオトープを整備・充実させるとともに、食を通じた環境教育を行う。
大学・地域・企業等と連携し、それぞれがもつ知識や技能を児童・生徒に伝える。

18

幼稚園・保育所等での取組＊

小・中学校での取組＊

高等学校においては、環境保全活動の実践に向けた準備の時期となるので、発展的かつ専門的な
環境教育・学習が実施できるよう総合的な探究の時間に活用できるコンテンツの充実等、支援を行う。
次のような自発的な取組を有効に活用し、地域の環境教育・学習をさらに活性化していくため、
情報共有や、コーディネーターの育成等の支援につなげる。

高等学校・大学での取組＊

●

●

●
●

●
●

●

●

児童・生徒にとっては、体験を通じて学ぶ手法が有効である。理科や社会科、家庭科、総合的な
学習の時間等を活用し、環境への理解を深め、行動に結びつけられるようなプログラムを提供する。
また、学習に当たっては、ねらいを明確に示し、その意識づけを図る。

高等学校等においては、環境問題を解決するための具体的な行動の実践が中心となることから、
発展的、専門的な環境教育・学習が実施できるよう支援を行う。また大学においては既に特色を活
かした地域等との連携による取組が行われていることから、更なる広がりに向けた支援を行う。

【取組例】
・明治大学では、麻生区の黒川農場における環境・自然・地域との共生による『未来型アグ
リ・エコファーム』をコンセプトとした地域との連携を行っている。
・専修大学では、課題解決型インターンシップとして大学と地域の企業・商店街・ＮＰＯ法人等
が協力して、自然・環境を含めた課題を解決する取組を進めている。
・和光大学では、学生サークルが主体となって地域や学校等と連携し、岡上地域や鶴見川流域に
おける足もとからの自然保護等の活動に取り組んでいる。

幼稚園や保育所等の教職員や保護者との連携により、幼児環境教育プログラムの普及や教材の充
実、研修の実施を図るとともに、幼稚園においては、体験活動を重視し、自然との触れ合いを通
じた感性の育成を行う。

楽しみながら学び、自然環境や環境問題に対する関心や環境保全に参加する姿勢の定着に結びつく
ような教材や映像・動画等のコンテンツの充実を図る。
モデル的なプログラム・活動事例の普及、教職員の研修との連携などを進める。
学校施設への太陽光発電等の新エネルギー設備の導入や校舎等の断熱性の向上など、環境に配慮
した施設へ誘導する。
緑化、ビオトープづくりなどを整備・充実させ、環境教育につなげる。
大学・地域・企業等と連携し、それぞれがもつ知識や技能を児童・生徒に伝える。
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幼稚園・保育所等での取組＊

小・中学校での取組＊

高等学校においては、環境保全活動の実践に向けた準備の時期となるので、発展的かつ専門的な
環境教育・学習が実施できるよう総合的な探究の時間に活用できるコンテンツの充実等、支援を行う。
次のような自発的な取組を有効に活用し、地域の環境教育・学習をさらに活性化していくため、
情報共有や、コーディネーターの育成等の支援につなげる。

高等学校・大学での取組＊

●

●

●
●

●
●

●

●

児童・生徒にとっては、体験を通じて学ぶ手法が有効である。理科や社会科、家庭科、総合的な
学習の時間等を活用し、環境への理解を深め、行動に結びつけられるようなプログラムを提供す
る。また、学習に当たっては、ねらいを明確に示し、その意識づけを図る。

高等学校等においては、環境問題を解決するための具体的な行動の実践が中心となることから、
発展的、専門的な環境教育・学習が実施できるよう支援を行う。また大学においては既に特色を
活かした地域等との連携による取組が行われていることから、更なる広がりに向けた支援を行う。

【取組例】
・明治大学では、麻生区の黒川農場における環境・自然・地域との共生による『未来型アグ
リ・エコファーム』をコンセプトとした地域との連携を行っている。
・専修大学では課題解決型インターンシップとして大学と地域の企業・商店街・ＮＰＯ法人等が
協力して、自然・環境を含めた課題を解決する取組を進めている。
・和光大学では、学生サークルが主体となって地域や学校等と連携し、岡上地域や鶴見川流域に
おける足もとからの自然保護等の活動に取り組んでいる。
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市民や事業者への環境教育・学習の実施により、地域や職場、学校等で環境保全活動を率
先して行う人材を育成するとともに、その人材が活動できる場や機会の拡充することも必要で
す。
また、環境教育・学習は、知識として一時的に習得させるだけでなく、繰り返し学習し、地
域や家庭、職場などで実践し、その取組をさらに周囲に広めて、次世代にも伝えてもらうこと
で、持続可能な社会の担い手を育むことが重要です。
こうしたことから、環境保全活動の核となる人材の育成や、環境教育の活動の場となる環境
教育・学習に係る拠点・施設の充実を進めます。

環境保全活動の核となる人材育成とその活用

各主体間で相互理解を深め、ネットワークを形
成していくにあたっては、主体間をつなげる役割
をもった調整役（コーディネーター）や、各主体
から問題意識や意欲を上手に引き出し、自発的な
行動につなげていく役割を持った促進役（ファシ
リテーター）の存在が重要となります。
本市で行っている地域環境リーダー育成講座は、

令和２（2020）年度で第23期目となり、延べ357名
の方が地域環境リーダーとなりました。多くの方が、
地域や職場で精力的に環境保全活動に取り組んで
います。学校等への出前授業をはじめ、川崎市地
球温暖化防止活動推進員としての活躍等、様々な
主体と協働・連携した活動を、率先して行ってい

Utilizing

ます。
また、市民の生ごみリサイクル意識及び技術を高め
るために活動する生ごみリサイクルリーダーや、地域
の緑化活動を率先して行う人材の育成を目的とす
る緑化推進リーダーなど、地域で活動する人材の
育成に取り組んでいます。
本市の実施するこれらの人材育成の講座におい

て環境保全活動の核となる人材の育成を行い、地
域における取組を推進していきます。
さらに、市内の各主体を調整して活動をつなぐ

かわさき地域環境教育コーディネーターとして、
現在10名の方が活躍されています。このような方
たちとの連携により、環境教育・学習の取組を進
めていきます。

20

体験の

機会の場

出前授業

出前授業

ＥＳＤの
取組

人材育成
環境情報
の提供

地域での
活動

キャリア
在り方生
き方教育

市民活
動団体

学校等

川崎市

事業者
環境保全活動の
核となる人材

基本的な方向性Ⅲ 人材育成とその活用「活かす」 .

「活かす」取組のイメージ

● 地域環境リーダーや生ごみリサイクルリーダー、緑化推進リーダー、かわさき地域環境教育コーディ
ネーター等各種人材育成講座の実施に当たっては、専門家等の知見も活用しながら、環境保全活動の
核となる人材の育成を行い、地域における取組を促進するとともに、育成した人材との連携により、
環境教育・学習の取組を推進する。

市民や事業者への環境教育・学習の実施により、地域や職場、学校等で環境保全活動を率
先して行う人材を育成するとともに、その人材が活動できる場や機会の拡充することも必要で
す。
また、環境教育・学習は、知識として一時的に習得させるだけでなく、繰り返し学習し、地
域や家庭、職場などで実践し、その取組をさらに周囲に広めて、次世代にも伝えてもらうこと
で、持続可能な社会の担い手を育むことが重要です。
こうしたことから、環境保全活動の核となる人材の育成や、環境教育の活動の場となる環境
教育・学習に係る拠点・施設の充実を進めます。

環境保全活動の核となる人材
の育成とその活用
各主体間で相互理解を深め、

ネットワークを形成していくに
あたっては、主体間をつなげる
役割をもった調整役（コーディ
ネーター）や、各主体から問題
意識や意欲を上手に引き出し、
自発的な行動につなげていく役
割を持った促進役（ファシリ
テーター）の存在が重要となり
ます。
本市で行っている地域環境

リーダー育成講座は、令和元
（2019）年度で第22期目となり、

Utilizing

延べ約350名の方が地域環境リー
ダーとなりました。多くの方が、
地域や職場で精力的に環境保全
活動に取り組んでいます。学校
等への出張出前講座をはじめ、
川崎市地球温暖化防止活動推進
員としての活躍等、様々な主体
と協働・連携した活動を率先し
て行っています。
また、市民の生ごみリサイクル
意識及び技術を高めるために活動
する生ごみリサイクルリーダーや、
地域の緑化活動を率先して行う
人材の育成を目的とする緑化推
進リーダーなど、地域で活動す

る人材の育成に取り組んでいま
す。
本市の実施するこれらの人材

育成の講座において環境保全活
動の核となる人材の育成を行い、
地域における取組を推進してい
きます。
さらに、市内の各主体を調整

して活動をつなぐかわさき地域
環境教育コーディネーターとし
て、現在10名の方が活躍されて
います。このような方たちとの
連携により、環境教育・学習の
取組を進めてまいります。

20

体験の

機会の場

出前授業

出前授業

ＥＳＤの
取組

人材育成
環境情報
の提供

地域での
活動

キャリア
在り方生
き方教育

市民活
動団体

学校等

川崎市

事業者
環境保全活動の
核となる人材

基本的な方向性Ⅲ 人材育成とその活用「活かす」 .

「活かす」取組のイメージ

● 地域環境リーダーや生ごみリサイクルリーダー、緑化推進リーダー、かわさき地域環境教育コーディ
ネーター等各種人材育成講座の開催により、環境保全活動の核となる人材の育成を行い、地域におけ
る取組を促進するとともに、育成した人材との連携により、環境教育・学習の取組を推進する。
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変更

修正後 修正前


